
本年 6 月 23 日、英国において、EU からの離脱の是非を問

う国民投票が実施され、離脱する旨の投票結果が下された。

本稿は、EU 制度の概要及び退脱制度を解説した上で、英国

による EU の離脱が、英国に進出している日本企業に対して影

── 弁護士 野間敬和
── 弁護士 菅野邑斗

英国のEU離脱について 響が及ぶと考えられる、①「パスポート」制度、②域内市場に

おける物及び人の自由な移動、③契約への影響について解説

を行う。

第1　EU制度の概要

1993 年 11 月 1 日に発効した欧州連合条約（The Treaty 

on European Union あるいは EU 条約、マーストリヒト条約と

も呼ばれる。）により、EC（European Communities）、共通外
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交安全保障条約（Common Foreign and Security Policy）、

司 法・内 務 協 力（Cooperation in the field of Justice and 

Home Affairs）の 3 本構造からなる EU が創設された
（1）

。マー

ストリヒト条 約 は、経 済 通 貨 同 盟（Economic Monetary 

Union）を改正し、単一通貨ユーロを導入する行程も定め

た。その後、共通の国境管理の漸進的廃止に関するシェンゲ

ン協定（Schengen Convention）を取込む等の改正を行った

アムステルダム条約（The Treaty of Amsterdam）が 1999

年 5 月 1 日に、また、EU の東欧拡大に対応したニース条約

（The Treaty of Nice）が 2001 年 2 月 1 日に発効した。さら

に、2009 年 12 月 1 日に発効した改革条約（The Treaty of 

Lisbon、リスボン条約）は、既存の EC 条約及び EU 条約を新

EU 条約（The Treaty on European Union）及び EU 運営条

約（The Treaty on the Functioning of the European Union）

に再編するとともに、各旧条約に実質的な変更を行った
（2）

。

なお、英国は、経済通貨同盟からオプト・アウトしており、

単一通貨ユーロは導入していない。また、シェンゲン協定から

もオプト・アウトしている。

第2　EUの権限及び立法行為

EU は法人格を有するとされ（EU 条約 47 条）、その目的を、

平和、EU の諸価値及び EU 国民の福祉の促進としている（EU

条約 3 条 1 項）。また、その具体的な目的を、①域内の自由

移動（同条 2 項）、②単一市場（同条 3 項）、③経済通貨同盟

（同条 4 項）、④対外行動（同条 5 項）としている
（3）

。

EU の権限は、EU 条約及び EU 運営条約に定める目的を達

成するために各構成国から付与されたものであるとされ（EU

条約 1 条）、EU は、かかる権限の範囲に限って行動すること

ができる（EU 条約 5 条 2 項 1 文）。EU はかかる権限に基づ

き、条約を締結し、また、EU 法行為を採択することができる。

EU 法行為のうち拘束力があるものには、①規則（regulation）、

②指令（directive）、③決定（decision）があり、このうち規則

は直接適用が可能（directly applicable）とされ、いったん採

択されれば自動的に構成国における国内法になるとされてい

る。これに対して指令は、構成国に対して達成されるべき結果

のみについて拘束力を有し、構成国は、指令が定める達成さ

れるべき結果を実現するために、国内法化及び国内実施の義

務を負うとされている。また、決定は、その名宛人に対して拘

束力を持つとされている
（4）

。

英国が EU から脱退した場合、指令（directive）に基づい

て英国内において実施された国内法については、EU 脱退の

影響を受けずに引き続き適用される一方、規則（regulation）

については、EU の離脱に伴い国内法としての効力が失われる

こととなる
（5）

。

第3　欧州自由貿易連合（EFTA）とEEA協定

EUとは別の組織の FTA（自由貿易連合）として、英国を中

心に 1960 年に設立された欧州自由貿易連合（EFTA）がある。

しかし、加盟国が EC（EU）加盟に伴い脱退することとなり（英

国も1970 年に EU 加盟に伴い脱退した。）、また、EFTAと EU

が接近することとなったため、EFTA 諸国
（6）

は、ECと欧州経済圏

協定（European Economic Area Agreement、EEA 協定）を

締結し、1994 年に同協定が発効した。この EEA 協定により、

EU の域内市場
（7）

は EFTA 諸国まで拡大されている
（8）

。なお、EEA

協定によって EFTA 諸国には EU 法が拡大適用されるとされ、

結果として EFTA 諸国は、自ら意思決定に参加しない EU 法に

拘束される結果となっている
（9）

。

第4　EUからの脱退手続

EU 条 約 50 条 は EU からの 脱 退 につ いて規 定してお

り
（10）

、まず同条 1 項は、構成国は憲法の手続（constitutional 

requirements）に従って EU からの離脱を決定できるとして

いる。同条 2 項は、脱退の手続を定めており、脱退を決定し

た構成国は、脱退の意思を欧州首脳理事会（the European 

Council）に通知するとされ、通知後、EUと脱退構成国は、

脱退協定の締結に向けた交渉を行うとしている。脱退協定と

は、脱退構成国が脱退後の EUとの関係の枠組みを定めるも

のであり、脱退協定の効力発生日又は脱退協定が締結されな

い場合には脱退の通知から2 年後に、脱退の効力が生じると

されている（同条 3 項）。但し、この 2 年間の期限は、延長に

関する脱退構成国との合意につき、欧州首脳理事会の全会一

致で決定した場合には、延長されるとしている（同条 3 項）。

英国の EU 脱退に関していうと、英国の国民投票は脱退と

いう結果であったものの、英国は成文法による憲法を持たない

ことから、国民投票の結果だけでは、EU 条約 50 条 1 項に定

める「憲法上の手続」を経たとは評価できないとする見解が

ある。これ以外にも、EU 脱退の決定には国会による議決を要

するとする見解も見られるところである。同条 2 項の脱退の通

知に関しては、英国は脱退の通知を現時点（本年 7 月 10 日

時点）では行っておらず、しかも、辞任の意向を表明しているキャ

メロン首相は、脱退の通知は後任の首相の意向に従う旨表明
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している。このため、同項に基づく脱退の通知の時期は今のと

ころ未定である。脱退の通知がなされた後は、英国と EUとの

間で、脱退協定について交渉が行われる。

なお、以下の各項目において、EU 脱退が脱退構成国に与

える影響について概説しているが、各項目において列挙する

制度と同様の内容が脱退協定において定められる可能性もあ

ることから、以下の記載は確定的なものではなく、流動的であ

る点ご留意願いたい。

第5　金融分野における「パスポート」制度

パスポート制度とは、EU 域内のいずれかの国において、

EU 指令において定める業態にかかる許認可を受けた場合に

は、「域内パスポート」として、他の EU 加盟国において別途

許認可を受けることなく、当該サービスの提供及び支店の設

置を認める制度をいう。パスポート制度は、複数の指令に基

づいて認められており、たとえば、金融分野に関していえば、

資本要求指令（CRD）に基づく預金業務、貸付業務、ファイ

ナンス・リース、支払サービス、外国為替等業務、保証業務、

電子マネーの発行等の金融サービスの提供がパスポート制度

の対象となっている。また、金融商品市場指令（MiFID）に基

づいて、金融商品のディーリング業務、トレーディング業務や

投資助言業務等の投資サービス業も認められている。それ以

外にも保険、ファンド運用業等においてパスポート制度の適用

がある
（11）

。

報道によれば、欧州に進出している日本の金融機関は、英

国の現地法人等において金融機関等の許認可を受けた上で、

域内市場に支店設立あるいは直接のサービスの提供をする方

法で他の域内市場に進出しているとのことである。英国の EU

脱退により、これら日本の金融機関の英国現地法人等はパス

ポート制度の適用を受けることができなくなることから、英国の

EU 脱退後は、他の域内市場において現地法人等を設立した

うえで必要な許認可を受ける必要が生じることとなる。

但し、前記の通り、EEA 協定に基づいて域内市場が EEA

協定を締結した EFTA 諸国に拡大していることから、パスポー

ト制度もかかる EFTA 諸国に適用が拡大されている。英国が

EU 脱退後に EFTA に加盟して EEA 協定に参加する場合には、

英国は、引き続きパスポート制度の適用を受けることができる。

第6　域内市場における物及び人の自由な移動

EU 条約は、域内市場（internal market）の設立をその目

的の一つとしており（EU 条約 3 条 3 項）、域内市場において

は国境を設置せず、物、人、サービス、資本の自由な移動を

保証するものとしている（EU 運営条約 26 条 2 項）。

まず、域内市場における物の自由な移動の確保に関しては、

EU 運営条約 28 条は関税同盟（custom union）を定めている。

関税同盟とは、その域内においては物が制限なく自由に移動

する自由貿易領域としつつ、その域外に対しては共通の関税

率が課せられるシステムをいう
（12）

。EU 運営条約 30 条 1 項は、

構成国に対して、域内における自由貿易領域において、輸出

入に対する関税の賦課及び同等の効果を有する課徴金の賦

課の禁止を定めている。

域内における人の自由な移動に関しては、EU 運営条約 45

条以下において、域内における労働者の自由な移動を保証し

ている。また、労働者以外の人についても、1993 年発効の

マーストリヒト条約が「EU 市民（citizen of the Union）」とい

う概念を導入したことにより、その移動の自由が保証されること

となった。現在では、EU 運営条約 20 条が EU 市民について

定めており、同条によれば、EU 構成国の国民は EU 市民であ

るとされ、EU 市民は、域内市場の自由な移動及び居住の自

由が保証されている（EU 運営条約 21 条
（13）

）。

英国の EU からの離脱によって、英国及び英国民は、域内

市場における物及びサービスの自由な移動を享受できないこ

ととなる。但し、パスポート制度と同様、英国が EFTA に加盟

し EEA 協定に参加する場合には、英国及び英国民は、引き

続き移動の自由の恩恵を受けることができる。

第7　契約への影響

既存の契約において、英国の EU 離脱が契約を終了又は変

更しあるいは契約に基づく義務の履行を免責する条項に該当

する可能性が指摘されている。たとえば、契約の義務の履行

が違法となる場合（illegality）、不可抗力に該当する場合（force 

majeure event）、重大な不利益変更に該当する場合（material 

adverse effect）等が、かかる条項の例として考えられる。また、

継続的な契約に関しては、経済的な困難が生じた場合に契約

の変更、終了等を定めるいわゆるハードシップ条項（hardship 

clause）もそのような条項の例に該当しうる。英国の EU 離脱

によって、当然にこれら条項に該当しうるものではないが、当

該契約における契約の目的等に勘案して、契約の効力に与え

る影響を個別に判断することになると思われる。

 以上
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第1　はじめに

雇用問題は、英国民が国民投票で EU からの離脱を選択

した理由の中でも比較的大きな部分を占めていた。国民投票

は僅差で Brexit 支持という結果になったが、その後の英国に

おける雇用法及び雇用環境に大きな変化があったわけではな

い。なぜなら、国民投票の結果で直ちに Brexit の効果が生じ

るわけではないからである。離脱プロセスの間は、Brexit が

英国国内法の効力に影響を及ぼすことはない。英国の雇用法

の分野に関して、Brexit がどのような影響を及ぼすかについ

ては、英国政府が Brexit 後の EUとの関係をどのようなものに

構築するかにかかわるので、現時点では、あくまでも、予想の

域を出ない。

── 弁護士・英国法ソリシタ 絹川健一

Brexit（英国のEUからの離脱）雇用
法への影響

第2　影響を受けにくい分野

EU 法の雇用法の中には、元々、既に英国国内法として定

着していたものが EU に組み込まれていった経緯のものもある。

例としては、人種差別禁止、身障者差別禁止、産休に関する

権利等は英国の方が EU よりも進んでいる分野である。こうし

た分野については、形式上 EU 法を英国法が担保していると

しても、根幹で英国法として根付いているので、Brexitとなっ

ても、それを理由に英国法が保護の程度を弱める方向で法改

正することは考えにくいといえる。

また、育児休暇制度等、元々 EU 法を由来とするものであっ

たが、既に英国で労働者側の権利として定着しているものに

ついても、Brexitとなっても英国政府が後退させる方向で改正

することはないだろうといわれている。

さらに、英国雇用法の分野の中には、EU 法から離れ、より

進んだ形で制度を構築しているものもある。このようなものに

ついては、EU 法の影響を受けるものではなく、Brexit になっ

たからといって英国が法改正する理由とはならない。その例と

しては、内部通報者保護制度があげられる。
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派遣労働者は、正社員と同じレベルの労働条件を得る

権利を取得するとされているが、規制を緩和し、派遣

労働者が雇用者にとっても魅力的なオプションにする

方向で改正する可能性がある。

4） EU 加盟国市民が英国で自由に勤務する権利は制限さ

れる可能性がある。加盟国間における移動の自由は、

EU の最も基本的な自由の一つであるが、欧州からの

移民を制限することが離脱派のスローガンであったの

で、EU から離脱する以上は何らかの形で移民の流入

を制限する可能性が高いといわれている。EU 移民を

雇用する企業には採用の可否、移民受け入れのため

のスポンサーライセンス取得、移民管理コンプライアン

ス、ビザ申請費用等コスト面に影響が出るであろう。

 以上

第3　改正が予想される分野

一方で、雇用法の分野には、規制すること自体は理解でき

るが、そこまで厳しく規制すると経済発展の足かせになるの

ではないか、あるいは、英国国民の多数もそこまでは求めて

いないのではないか、と指摘されるところもある。離脱派は

これを過度の規制として主張する。こうした規制についても、

Brexit 後の EU 各国との関係を考えると、それなりに平仄を合

わせていく必要はあるので全部廃止することは考えがたいが、

一部規制を緩和する方向で動く可能性があると言われている。

その例としては以下のようなものがある。

1） 差別禁止法制それ自体は定着しており、全面改訂され

ることはないであろうが、差別に基づく訴えについては、

不当解雇の訴えと同じように、損害賠償の上限額を設

ける可能性はある。

2） 事業譲渡の際の被用者の雇用関係を保護するために、

譲渡人と被用者との雇用関係が、自動的に譲受人に

移転する制度（いわゆる TUPE）について、制度それ

自体は存続するが、現状では、譲受人となる雇用主と

の間で自動的に雇用契約が移転した場合に、移転先

の既存の従業員の雇用条件と調和させることが困難と

なっているため、労働条件の調和を可能にする方向で、

国内法を改正する可能性がある。

3） 派遣労働者規則について、現状では 12 週間勤続した

第1　はじめに

世界に大きな影響力を持つ国や地域で起こる政治的インシ

デントは、それが今後の国際情勢を大きく左右する可能性を

持っているという事実のみならず、直近の世界経済にダイレク

トに影響を及ぼす事実も手伝って、ときに出来事そのものの

持つインパクト以上に受け止められ、ややもすると過剰な悲観

論が根拠なく囁かれる。

── 弁護士 樋口陽介

英国のEU離脱の競争法への実務
的影響

（1）

2016 年 6 月 23 日に英国で行われた、EU 離脱を問う国民

投票で、離脱への賛成票が反対票を僅差で上回ったこともそ

のような政治的な出来事の好例であろう。

まず押さえておくべきは、EU 離脱への賛成が反対を上回っ

たという投票の結果によって、EU 条約や英国国内法令に、自

動的に何らかの法的な効果が生じるものではないという事実で

ある。

当面の間、英国は EU 加盟国の地位にとどまり、現在英国

に直接適用されている EU 法や EU 規則、そして、EU 指令に

基づき制定された英国国内法は引き続き効力を保持し、適

用されることとなる。すなわち、競争法に関しても、現在の欧

州連合機能条約（Treaty on the Functioning of European 

Union）101 条（競争制限的協定の規制）、102 条（市場支

配的地位の濫用行為の規制）や 107 条（国家補助規制）な
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どの EU 法や、企業結合規則、一括適用免除規則などの EU

規則は、適用され続けることとなる。

英国の正式な EU 離脱に向けては、今後 EUと英国との間

で欧州連合機能条約 50 条に基づき EU 離脱の通知を行って

から2 年間の協議期間に離脱の条件が協議され、合意された

場合、または合意に至らなくとも2 年間の協議期間が経過した

場合には、自動的に英国は EU 加盟国としての地位を失うこと

となる
（2）

。英国の EU 離脱に伴う英国競争法への影響について

は、これから行われる EUと英国との間の離脱条件に関する協

議の結果により左右されることとなる。

したがって、その協議の結果次第では、英国、そして、EU

で事業を行う日本企業にとっても、英国の EU 離脱により、そ

の事業活動に大きく影響を及ぼすことが予想される。

本稿では、競争法分野の観点から、英国の EU 離脱に伴う

英国と EUとの関係のいくつかのオプションを念頭におきなが

ら、EU 離脱後の競争法に伴う種々の論点のうち、特に、英国

競争法の規定とその解釈、競争法違反行為に関する調査、競

争法違反行為に対する損害賠償請求訴訟、そして、企業結合

規制に絞って検討を行う。

第2　英国法の規定とその解釈

英国の 1998 年競争法（Competition Act 1998）の競争

制限的協定について定めた Chapter 1と市場支配的地位の

濫用行為の規制を定めた Chapter2 は、それぞれ欧州連合機

能条約 101 条及び 102 条に倣ったものであり、EU 離脱後で

あっても、少なくとも短期間においては変更されない可能性が

高い。したがって、英国競争法の実体法の適用において、短

期的には、EU 離脱の影響は限定的であると考えられる。

ただ、英国の EU 離脱に伴い、英国内の裁判所は、EU 法

等に従い英国国内法を解釈する必要がなくなる可能性があり
（3）

、

その場合に、英国国内裁判所が英国競争法に関する事件で

実体法をどのように解釈するのかは明らかではない。したがっ

て、英国競争法に EU 競争法と同様の条項がある場合であっ

ても、その条項の解釈において、英国国内裁判所が、欧州司

法裁判所や他の欧州加盟国の裁判所での解釈と異なる解釈

を採るおそれがある。このような場合、実体法の規定内容が

同様であったとしてもその解釈が異なることになるが、この点

について欧州司法裁判所に上訴して法令解釈の統一を図るこ

ともできなくなるため、法的安定性・予測可能性が害されるお

それがある。

なお、EU 離脱後も英国が EFTA（欧州自由貿易地域）及

び EEA（欧州経済領域）に加盟し続ける場合、EU を脱退し

ても EU 法の適用を受けることとなるので、競争法の解釈や英

国内での競争法の手続に対する影響は、ほとんど変更されな

いと考えられる。例えば、EU 離脱に伴い、反競争的合意を

禁止する欧州連合機能条約 101 条に代わり、同条と同内容

の EEA 合意 53 条が適用されることとなる。しかしながら、こ

のオプションの下では、英国は、EU の加盟国ではなくなるに

も関わらず、EU の影響を受ける一方で、EU での競争法の進

展について、直接的な影響を与えることはできなくなる。また、

このオプションを採る場合には、人の移動の自由をはじめとす

る EU の基本的ルールに従うことが必要となることから、英国

政府がこのオプションを採る見込みは乏しいように思われる。

第3　EU離脱後の競争法違反行為に対する調査

現在、EU または EEA に対する影響を与える取引に係る競

争法違反行為については、欧州委員会が調査を行い、かか

る場合には、英国の競争当局である競争・市場庁（Competition 

& Market Authority、以下「CMA」という。）は同じ行為に対

する調査を行わない運用がなされている
（4）

。

EU 離脱後に英国が EEA に再加盟しない場合には、このよ

うな運用がとられず、欧州委員会及び CMA 双方による並行

調査がなされる可能性がある。すなわち、欧州委員会が EU

に影響がある事業者の行為に対する調査を行う一方で、CMA

も英国内に影響がある事業者の行為を調査することとなる。そ

の結果、制裁金も別個に課されることになるが、かかる制裁金

の減免を受けるためには、調査対象企業は双方にリニエンシー

申請・情報提供・継続的な調査協力をする必要が生じる。こ

のような別個の罰金や課徴金のリスク、二重の調査対応のた

めに追加コストの負担に加えて、欧州委員会と CMAとの間で

内容の異なる事実認定がなされたり、矛盾判断を含む決定が

下され、事業者にとっては法的安定性を害する結末となる可

能性がある。

第4　競争法違反行為に対する損害賠償請求訴訟

一般に、英国は、法廷使用言語が英語であることや判例法

主義で法的安定性があることなどにより、原告に有利な法廷

管轄地とされてきた。EU 離脱後に、イングランド・ウェールズ

の裁判所や競争審判所（Competition Appeal Tribunal）が、

競争法違反行為に基づく損害賠償請求訴訟において、原告に

好まれる法廷管轄地としての地位が継続されるかは、かなり不
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透明である。また、EU 離脱後、欧州委員会の決定は英国内

でも依然として重要な地位を占めると思われるものの、それが

いかなる法的位置づけとなるのか、そして、当該決定が英国

国内裁判所を拘束するのかについても不明である。とはいえ、

2015 年 10 月に施行された、消費者権利法 2015（Consumer 

Rights Act 2015）において、競争法違反に対する損害賠償

請求訴訟におけるオプトアウト型の集団訴訟
（5）

が認められたこと

により、英国が魅力的な法廷管轄地となり続ける可能性も依然

として認められよう。

第5　企業結合規制

欧州での企業結合規制は、ワンストップショップと呼ばれる、

EU に影響を及ぼす集中（concentration）のうち、欧州での

売上に関し一定の閾値を満たす場合、すなわち共同体規模を

有する場合、当該結合当事者は、欧州委員会に当該企業結

合の届出義務を負い、同届出を行えば、EU 内での各加盟国

への個別の届出は不要となる制度が採用されている。

EU 離脱後に英国が EEA に加盟した場合には、共同体規模

を有する欧州基準を満たす企業結合については、ワンストップ

ショップ原則の下、欧州委員会への届出義務を有することとな

る。一方、英国市場のみに影響を及ぼす企業結合の場合には、

引き続き CMA によって審査がなされることとなる。以上のよう

な、管轄の観点からすると、欧州離脱後の企業結合規制につ

いては、大きくは変わらないと考えられる。

一方、EU 離脱後に EEA に加盟しない場合、企業結合が

EUと英国両方の閾値を満たし、EUと英国両方に影響を及ぼ

す場合には、結合当事者は、潜在的に、欧州委員会と CMA

の両方に届出をする必要性が生じる。この場合には、取引コス

トは劇的に増大する可能性がある。また、欧州委員会と CMA

の両方に届出が必要となる場合には、両当局が異なる判断を

下す可能性は否定できず、かかる場合には法的安定性を害す

るにもかかわらず、当該判断に結合当事者は拘束されることと

なる。異なる判断を避けるため、CMA への届出は任意である

ことから、自らの判断で CMA には届出を行わず、欧州委員会

にのみ届出を行うことも考えられるが、この場合には CMA 独

自の判断による企業結合審査開始決定がなされるリスクを抱

え続けることとなる。

第6　おわりに

今まで見てきたように、英国の EU 離脱に伴う長期的な競争

法への影響を現時点で予測することは非常に難しく、それは、

今後英国政府が EUとの間の協議で交渉される離脱条件、そ

して、英国政府が英国競争法を改正するのか、しないのか、そ

して、改正する場合にはどのように改正するのかに左右される。

では、英国と EUとの交渉が開始されていない上に、英国

側で交渉を開始するべき政権が選択されたばかりの現時点で

このような予測を立てることには意味がないかというとそれも

異なるように思われる。なぜなら、交渉の推移や結果にかか

わらず、離脱通知後 2 年経過時に英国が EU 法体系の外側

に置かれ得るという事実そのものは既に現存するリスクである

からである。冒頭に述べたとおり、仮に全分野の交渉が妥結

に至らないとしても、全加盟国一致による期間延長の合意が

なされない限り、離脱の通知から2 年経過時に、離脱は効力

を生じてしまう。EU の前身である欧州共同体（EC）時代のグ

リーンランドと ECとの離脱交渉に 3 年を要したことに照らして

も、その時点よりはるかに市場統合に向けた各分野の域内統

合が進展している現在、グリーンランドよりもはるかに大きな人

口と巨大な経済規模を持ち、またより多くの加盟国と深い結び

つきを持つに至った英国が、離脱に必要な交渉を定められた

期限内に終わらせられないまま、EU 法体系の外側に置かれる

という事態はそこまで突飛な想定ではなかろう。その場合、一

部の競争法関連規定がなんの手当もなくEU 法の外側に括り

だされることになる。この点からも、以上みてきたとおり、英国

が EEA+EFTA オプションなどなんらかの地域統合を持つことな

くEU から離脱したときに、その法律関係がいかなるものにな

るかを整理しておくことは有用である。

したがって、今回の国民投票により直ちに EU 離脱の効果は

生じないとしても、今後 2 年間（正確には、EU 離脱通知後 2

年間）の EUと英国との間の協議の行方を見守りつつ、英国

の EU からの離脱に備える必要がある。

 以上

（1）	本稿は、月刊ザ・ローヤーズ2016年8月号に寄稿した内容を一部抜粋、加筆したものである。
詳細な全文については、拙稿をご参照頂きたい。

（2）	全会一致であれば2年間の期間は延長され得る（欧州連合機能条約50条3項）。
（3）	現在、Modernisation	Regulationと呼ばれる2003年のEU規則（Regulation	1/2003）

により、EU競争法と各加盟国の競争法との間の実体規定や解釈運用の統一化が図られて
おり、また、1998年競争法60条の条文もそのような加盟国の義務に沿うものと解釈されて
いる。EU離脱後においても同条が英国国内法として残存する限り、1998年競争法第一部
（Part1.、すなわち1条～60条までの実体規定を指す。）がEU競争法（Community	 Law）
と整合的に解釈運用されるべきことは国内法上の要求ということになる。この点をとらえて、実
体規定の解釈運用が、1998年競争法60条が改正されない限り今後もEU法のそれと収れ
んしていくことには変わりないとする見解もあるが、EU離脱後においてもなお、当該規定が現
在と同様に運用されるかどうかはやはり不透明であろう。

（4）	例外的な場合として、個人に対する刑事訴追のための調査がある。
（5）	米国のクラスアクション制度に類似する特定の集団に所属する競争法違反行為の被害者

は、自ら同集団に加入することを表明しなくても、当該集団から積極的に離脱することを宣言し
ない限り、その所属する集団による集団訴訟の原告となる制度である。2014年12月に発効
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した欧州損害賠償指令（Directive	2014/104/EU）においても、オプトアウト型訴訟の整
備を各加盟国に義務づけるまではしておらず、英国がここまで踏み込んで同制度を整備した
点は、カルテル被害者が英国裁判所に提訴する十分な理由となると考える。

は必ずしも一致しない結論が出てくることが予想される。

具体的には、まだ全体を網羅する欧州規則等がない著作権

については、国内著作権法（Copyright Designs and Patents 

Act 1988）が継続して権利内容を規定し、goodwill を保護す

る英国判例法による passing-off も何らの影響を受けず、引き

続き不法行為の一類型として存続するであろう。商標は、国内

商標法（Trade Mark Acts 1994）が EU 法源から制定された

ものであるため、EU 法と親和する法律が継続して適用される

ことになるが、上記のように裁判所の法令解釈や具体的適用

の判断が異なってくる可能性に加え、権利化実務への影響が

ある。意匠には、登録意匠と非登録意匠があり、共同体の意

匠保護指令の内容に沿う英国登録意匠法（1949 年法）及び

英国著作権法に基づく両意匠権は存続するが、非登録意匠は

共同体意匠の内容とは統合されていないことに注意が必要で

ある（商標と意匠につき、以下第 3 参照）。特許権には英国

特許法（Patents Act 1977）が引き続き適用されるほか、実

務的なポイントは以下第 4 を参照されたい。

なお、2017 年始動を目標としていた単一特許と統一特許

裁判所について、英国の知的財産担当大臣は、新首相の元

で方針が決まるまでの期間、これらに関する意見聴取と方向

性の検討を行うと述べている
（2）

。

第3　商標・意匠

知的財産の分野において、Brexit による影響がもっとも大き

いのが商標と意匠の分野と言える。当面は実務上、大きな動

きはないものの、Brexit により、EUTM（欧州連合商標）・CD（共

同体意匠）において英国がカバーされなくなるため、今後、欧

州への商標・意匠出願の戦略見直しが必要となる。

■ 1  EUTM（欧州連合商標）への影響

①既存の EUTM 登録及び出願

── 弁護士・英国法ソリシタ　山本麻記子
── 弁理士　佐藤俊司　

── 弁理士・カリフォルニア州弁護士　阿部豊隆　

Brexitが欧州の知財に与える影響

第1　はじめに

英国の EU 離脱は、離脱に票を投じた人が驚く結果であっ

たとも聞く。投票日のロンドン近郊はときに雷鳴が轟く悪天候。

国民投票は EU 残留を確認する儀式的なものと受け止め、平

日勤務日の雨の中投票に出向く必要はないと判断した残留派

の若者は少なくないようだ。中には法曹を目指し勉強中の者

もいるはずで、彼らは English law
（1）

の法源を、法令、判例法、

慣習、エクイティ（衡平法）そして European Community 法

と学んでいる。

各国知的財産権の内容の統一は、欧州の単一市場の重要

な要素として強力に推進されてきた結果、現状英国国内法と

EU 法は混在しており、EU 法に基づく権利内容を含む国内法

は Brexit 後も法改正がない限り存続するのに対して、EU 規則

（Regulation）に基づく権利は、そのままでは英国で効力を持

たなくなる。

第2　知的財産法全般への離脱の影響

以下、主な英国の知的財産法と各権利への影響を見てい

くが、全体として、各権利については国内法が主な法源との

状態に戻る。すなわち、今後法令の事案へのあてはめや解釈

は、EU の知的財産権統一が本格化する前と同様に、国内裁

判所（England であれば English courts）が独自に判断を下し、

判例法を集積することになるため、EU 法そして欧州裁判所と

【主な取扱分野】
一般企業法務	/	M&A	/	リスクマネジメント	/	不正調
査	/	商事関連訴訟	/	行政訴訟	/	カルテル・談合	/	
国際カルテル	/	私的独占・不公正な取引方法	/	企業
結合	/	下請法	/	景品表示法	/	人事制度の構築・運
用	 /	M&A、IPOにおける労務デュー・ディリジェンス	 /	
労働審判・労働関係訴訟等への対応	/	組合対応等

【登録、所属】
第一東京弁護士会（2005）

弁護士

樋口陽介
（1976年生）

Yohsuke Higuchi
直通／	 03-6438-5722
MAIL／	 yhiguchi@tmi.gr.jp
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連合司法裁判所（CJEU）による判決が別個それぞれ発展し

ていくことになると考えられる。さらに、Brexit 後は、英国の

特許弁理士・商標弁理士経由で EUTM や RCD の出願をす

ることができなくなるほか、EUIPO での手続きにおいて、英国

の特許弁理士・商標弁理士はクライアントを代理できなくなる。

第4　特許

各国企業の欧州における特許戦略に大きな影響を与えると

言われている統一特許裁判所（UPC: Unified Patent Court）

と統一特許制度（UP: Unitary Patent）の枠組みに英国が入

るのか否か、その動向が注目されている。欧州特許条約（EPC: 

European Patent Convention）を利用した欧州特許出願に関

して、有効化（validation）された特許のうち約 50％が英国、

ドイツ、及びフランスの 3ヵ国で有効化されるという統計からも

裏付けられるように、英国は欧州の中でも特許保護が多く求め

られる国であり、欧州特許実務において英国の EU 離脱の影

響は大きい。

一方で、英国は EU から離脱した後も、依然として EPC 加

盟国であり続けることができる（EU 加盟国であることは、EPC

加盟の条件とはされていない）。従って、日本企業は、欧州特

許庁（EPO）に特許出願を行い英国で登録を受けるという従

前のルートを利用することが可能である。

統一特許裁判所及び統一特許制度の枠組みに英国が入ら

ないこととなった場合、同国を含めた欧州の複数国で特許権

利化を図るために最適な出願ルートを策定することが、各社

の早急の課題になると考えられる。

第5　さいごに

当面は引き続き、EUTM 及び CD を利用しつつ、英国によ

るEU からの離脱交渉の過程を注視していく必要がある。商標・

意匠については、コンバージョンの手続きの詳細（自動的に

英国へ拡大されるのか、再登録手続きが必要になるのか）や、

そこで発生する費用については、現時点では明らかではない

が、今後、明らかになり次第、この TMI Newsletter でアップデー

トしていく予定である。

 以上

（1）	EUを離脱する「英国」とはUKであるが、UKには、Scotland,	Wales,	Northern	 Ireland及
びEnglandという歴史的に異なる4つの法領域がある。現在Walesの法律はEnglandと同
一であるが、Scotland及びNorthern	Irelandは必ずしも同じでない。そこで、Englandで学ぶ
自国の法律はEnglish	lawであり、UK	lawではないものもある。	

既存の EUTM 登録や出願中の EUTM 出願について、

現時点においては、特にすぐに何かをする必要はないも

のの、今後、英国が EU からの離脱交渉を行うなかで、

Brexit 前の既存の権利を保護する方向で EUTM から英

国登録・出願へのコンバージョン等の経過措置が検討

されている。英国を含む欧州への出願を検討中の場合、

将来的にこのコンバージョンプロセスを避けたい場合に

は、現時点で英国と EUTM をそれぞれ出願（マドプロの

場合には EM（欧州）指定と GB（英国）指定の両方の

指定）することを検討しておくことが考えられる。

②不使用取消

Brexit 後は、EUTM の実質的な使用が主に英国での

み行われているような場合には、そのような英国での使用

が、将来不使用取消審判を請求されたときに、それに対

抗し得る、「genuine use」（真正な使用）とは判断されな

くなる可能性が高い。従って、現在、EUTM の実質的な

使用が英国での使用のみとなっている場合には、欧州で

の EUTM の使用の戦略について再検討が必要である。

■ 2  CD（共同体意匠）への影響

① RCD（Registered community Design: 登録共同体意匠）

Brexit 後は、上記の EUTMと同様、CD において英国

がカバーされなくなるので、英国での意匠保護を求める

場合には、別途英国への意匠出願が必要となる。なお、

現在、ヘーグ協定において欧州指定が可能となっている

が、英国は現在はヘーグ協定に加盟しておらず、ヘーグ

協定経由での英国での意匠の保護ができなくなる。なお、

英国ではヘーグ協定への加盟への議論が進んでおり
（3）

、今

後ヘーグ協定に加盟した場合には、ヘーグ協定経由での

英国での意匠保護が可能となる。

② UCD（Unregistered community Design: 非登録共同体

意匠）

UCD では、現状、二次元又は三次元の物品を欧州で

の公開から3 年間保護しているが、Brexit 後は、英国で

は効力がなくなる点に留意が必要である。なお、英国に

おいても、同様の未登録意匠の保護制度があり、そこで

は、最初の販売の暦年の翌年の 1 月 1 日から起算してか

ら10 年間保護される。

■ 3  その他

英国裁判所による欧州全域での差止めの判決ができなくな

るため、欧州での差止めを求める場合には、欧州で別途訴訟

提起が必要となる。このことにより、欧州での訴訟費用が多く

発生する可能性がある。また、英国裁判所による判決と欧州
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（2）	https://www.gov.uk/government/speeches/national-and-international-level-
concerns-and-developments-regarding-the-ip-landscape

（3）	https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/491584/summary_of_responses_accession_to_the_Hague_Agreement_for_
Industrial_Designs.pdf

第1　はじめに

近年、企業の ASEAN 諸国への進出が増加していることに

伴い、ASEAN における知的財産権の保護等に対する注目も

高まりを見せ、ASEAN 諸国はそれに同調するように知的財産

制度の整備を進めている。中でもシンガポールは、2013 年に

知財ハブマスタープラン（Intellectual Property Hub Master 

Plan
（1）

）を発表したのを契機として、知的財産に関する様々な取

り組みや新たな制度を発表している。

また、シンガポールは、世 界 経 済フォーラム（World 

Economic Forum）が発表した国際競争力報告書 2015-2016

（Global Competitiveness Report 2015-2016）で は、知 的

── 弁理士 小代泰彰

シンガポールと日本の特許制度の
比較

財産保護水準が世界 4 位であり（日本は同 6 位）、米国商工

会議所（U.S. Chamber of Commerce）傘下のグローバル知

財センター（Global Intellectual Property Center）がまとめ

た主要国の知的財産権保護状況に関する 2016 年の調査で

は 6 位である（日本は同 9 位）など、現時点において知的財

産制度が高く整備された国である。

本稿では、シンガポールにおける知的財産制度のうちの特

許制度に関し、特許出願前、出願後及び登録後に留意すべ

き主な規定について日本の特許制度と比較しながら紹介する。

第2　出願前

■ 1  職務発明規定

シンガポールにおいて特許を受ける権利は、日本と同様に、

原則として発明者に帰属し、また、契約等により他の者に帰属

するようにすることができる（シンガポール特許法（以下、単に

「特許法」）第 19 条）。また、シンガポールには、日本と同様

に職務発明規定が存在する。シンガポールの職務発明規定で

【主な取扱分野】
特許	/	知財トランザクション	/	
知財戦略支援	/	知財訴訟・審
判	/	意匠	/	商標	/	不正競争

【登録、所属】
日本弁理士会（JPAA）（1996）	/	カリフォルニア州（2012）	/	日
本弁理士会:	意匠委員会（2001）、国際活動センター副委員長
（2003）	 /	知的財産研究所「デジタル社会におけるデザイン保
護に即した意匠制度の在り方に関する調査研究」委員（2012）	/	
日本知的財産協会:	国際第2委員会（2011）、総合戦略会議・知
財戦略WG（2012～2013）、特許第2委員会委員長代理（2013
～2014）、総合企画委員会（2014）	/	東京大学先端科学技術
研究センター（2014～現在）

弁理士／カリフォルニア州弁護士

阿部豊隆
（1973年生）

Toyotaka Abe
直通／	 03-6438-5458
MAIL／	 tabe@tmi.gr.jp

【主な取扱分野】
一般企業法務	/	M&A	/	著作権	/	商標	/	意匠	/	商
事関連訴訟	 /	知財訴訟・審判	 /	国際訴訟・仲裁・調
停・ADR	 /	カルテル・談合	/	国際カルテル	/	私的独
占・不公正な取引方法	/	企業結合	/	その他国際法務	
/	ブランド	/	医療	/	ヘルスケア	/	バイオ

【登録、所属】
東京弁護士会（2000）

弁護士／英国法ソリシタ

山本麻記子

Makiko Yamamoto
直通／	 03-6438-5545
MAIL／	myamamoto@tmi.gr.jp

【主な取扱分野】
商標	/	意匠	/	不正競争	/	知
財訴訟・審判	/	ブランド

【登録、所属】
日本弁理士会（JPAA）（2002）	/	特定侵害訴訟代理業務付記
登録（2005）	/	日本弁理士会	商標委員会委員長（2013）、同副
委員長（2010～2012）、同委員（2009～2014）、国際活動セン
ター（2015）	/	日本商標協会（JTA）常務理事（2012～現在）、
国際活動委員会委員長（2012～現在）、同副委員長（2010～
2011）、委員（2009～現在）	/	アジア弁理士協会（APAA）商標
委員会委員（2010～現在）	/	国際商標協会（INTA）Board	 of	
Directors（2016～現在）、周知・著名商標委員会東アジア・パシ
フィック地域担当委員会委員（2016～現在）、INTA's	Regional	
Conference	 in	 Tokyo（“Trademarks	 in	 Japan”）共同議長
（2015）、ラウンドテーブル委員会委員（2013～2015）、非伝統
的商標委員会東アジア・パシフィック地域担当委員会委員（2012
～2015）	/	日本知的財産仲裁センター（JIPAC）JPドメイン名紛
争処理パネリスト候補者（2015～現在）

弁理士

佐藤俊司
（1974年生）

Shunji Sato
直通／	 03-6438-5579
MAIL／	 ssato@tmi.gr.jp
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は、従業者により職務の過程で行われた発明について、所定

の条件で使用者に帰属することが規定されている（特許法第

49 条）。日本では、職務発明についての特許を受ける権利が

使用者に帰属するようにするために、契約や勤務規則による定

めが必要であるが、シンガポールでは、契約等で定めなくとも、

一定の条件で職務発明の特許を受ける権利が使用者に帰属

する（特許法第 49 条）。

■ 2  第一国出願制度

シンガポール居住者による発明は、原則として最初にシン

ガポールに出願されなければならないといういわゆる第一国

出願制度がシンガポールには存在する（特許法第 34 条）。こ

のような規定は、日本には存在しない。

特許法第 34 条の規定によれば、登録官の書面による許可

を得ている場合、又は 2ヶ月以上前に、同一の発明について

の特許出願がシンガポール知的財産権庁特許登録局（IPOS）

に行われている場合に、シンガポール国外に特許出願を行う

ことができる。登録官による書面による許可は、発明の技術分

野など所定の事項を記入した書面により申請することができ、

要件を満たす場合、申請から5 営業日以内に行われる
（2）

。

■ 3  保護対象

日本と同様に、人の手術若しくは治療又は人体に対して行

う診断の方法についての発明は、産業上利用できる発明では

ないとして特許を受けることができない（特許法第 13 条、第

16 条）。また、日本とは異なり、シンガポールでは、動物の手

術、治療又は診断の方法についても産業上利用できる発明で

はないとして特許を受けることができない（特許法第 13 条、

第 16 条）。

日本では保護対象であるビジネスメソッドなどのソフトウェ

ア関連発明については、シンガポールでも保護対象となりうる

（Examination Guidelines for Patent Applications at IPOS, 

section 8）。

■ 4  新規性喪失の例外

日本と同様に、新規性喪失の例外の規定が存在する（特許

法第 14 条）。日本では、新規性の喪失から6ヶ月以内であれ

ば適用を受けられるのに対し、シンガポールでは、新規性の

喪失から12ヶ月以内であれば適用を受けられる。

第3　出願及び審査

■ 1  PCT 出願国内移行

PCT 出願の国内移行期限は、日本と同様に、優先日から

30ヶ月である。この期間は、日本とは異なり、手数料を支払う

ことにより18ヶ月まで延長することができる（PCT 出願人の手

引き－国内段階－国内編－ SG（以下、単に「PCT 出願人の

手引き」）。また、要求される翻訳文の言語は、英語のみである。

優先権証明書の英語の翻訳文は、登録官から要求があっ

た場合に限り、登録官からの通知の日から2ヶ月以内に提出

する必要がある（PCT 出願人の手引き）。

■ 2  出願のフロー

シンガポールにおける特許出願から特許証発行又は拒絶ま

での主な手続のフローは図 1 に示すとおりである。まず、シン

ガポール知的財産権庁に特許出願が行なわれると、その後予

備審査が行われる。出願人は、その後、特許出願から所定期

間内に調査及び審査の請求を行うことができる。調査及び審

査の請求については別途、後述する。審査結果が、特許性に

ついて肯定的であった場合（すなわち、拒絶理由がない場合）、

特許適格性通知が発行され、その後の請求に応じて特許証が

発行される。審査結果が否定的であった場合、審査結果につ

いての見解書が発行され、出願人は見解書に対して、意見書

及び補正書を提出する等して応答することができる。見解書

に対する応答によって拒絶理由が解消された場合、肯定的報

告書が発行される。解消されない場合、拒絶を意図する通知

が発行される。出願人は、当該通知に対して、意見及び補正

の提出とともにレビューの請求を行うことができる。レビューの

結果に応じて、拒絶通知又は肯定的報告書が発行される。

出願

予備審査

見解書発行

応答

否定的報告書発行

拒絶を意図する通知

肯定的報告書発行

特許適格性通知

特許証発行請求

特許証発行レビュー請求

拒絶通知

（ａ）調査請求後、
審査請求

（ｂ）調査及び審査
を同時請求

（ｄ）補充審査の
請求

（ｃ）外国出願等の
調査結果に依拠し
た審査の請求

【図1】出願フロー
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■ 3  調査及び審査の請求

シンガポールでは、2014 年 2 月の改正特許法が施行され、

特許の有効性を出願人自身が判断する従前の自己評価制

度（Self Assessment System）から、特許性についての審査

結果が肯定的である出願のみ特許になる肯定的特許付与制度

（Positive Grant System）へと移行した。

日本では、審査請求の方法に関して出願日から3 年以内に

請求するという1 つのアプローチのみ規定されているが、シン

ガポールでは、現在、出願に対する調査及び審査の請求につ

いて、図 1 に示されているような（ａ）、（ｂ）、（ｃ）及び（ｄ）

の 4 つのアプローチがある（特許法第 29 条）。以下にそれぞ

れについて説明する。

（ａ） 調査請求後、審査請求を行うことができる。調査請

求は出願から13ヶ月以内に、審査請求は出願日から

36ヶ月以内に行うことができる。

（ｂ） 調査請求及び審査請求を同時に行うことができる。こ

のアプローチでは、出願日から36ヶ月以内に調査及

び審査の請求を行うことができる。（ａ）のアプローチと

比較して、調査を遅らせることができ、また、オフィシャ

ルフィーが低いである点で有効である。

（ｃ） 対応外国出願及び対応外国出願等の調査結果に依拠

する審査の請求を行うことができる。この請求は、対

応外国出願の調査結果等の提出と共に、出願日から

36ヶ月以内に行うことができる。また、このアプローチ

は、（ｂ）のアプローチよりも低いオフィシャルフィーが

設定されている。

（ｄ） 対応外国出願及び対応外国出願等の肯定的な調査及

び審査の結果に依拠する補充審査の請求を行うことが

できる。この請求は、出願日から54ヶ月以内に行うこ

とができる。このアプローチの場合、オフィシャルフィー

は無料である。なお、このアプローチは、2017 年 1 月

以降の出願から廃止される予定である。

■ 4  審査促進

日本には、優先審査、早期審査及び PPH（Patent Prosecution 

Highway）などの審査促進制度が存在する。シンガポールにお

いては、日本における優先審査及び早期審査に対応する規定

は存在せず、PPH 及び ASPEC（ASEAN Patent Examination 

Co-operation）プログラムを利用することにより審査を促進する

ことができる。ASPEC プログラムとは、ASEAN における参加地

域の特許庁間で特許調査及び審査結果を共有することによって

業務の効率化を図る制度である。

■ 5  補正

補正の時期的要件として、日本では、最初の拒絶理由通知

を受けるまでは、何時でも明細書等に対して補正をすることが

できる。通知を受けた後は、指定された期間内にのみ補正を

行うことができる。シンガポールにおいては、調査請求、審査

請求又は補充審査請求を行う前までは、明細書に対して補正

を行うことができる（特許法第 31 条、シンガポール特許規則（以

下、単に「規則」）49）。当該請求の後は、見解書等への応答

時のみ補正することができる（規則 49）。

補正の内容的要件として、日本では、出願当初の明細書等

の範囲内において明細書等に対して補正を行うことができる。ま

た、拒絶理由通知を受けた後は、手続の段階に応じて他の補

正要件が課される。シンガポールにおいては、特許付与前の

補正において、出願時における開示事項を超える事項を追加

する補正は認められない旨規定されている（特許法第 84 条）。

■ 6  特許要件

日本と同様に、特許要件として、新規性、進歩性、及び産

業上利用可能性の要件が課される（特許法第 13 条）。

■ 7  審査結果への応答

日本では、拒絶理由通知に対して、当該通知の発送日から

在内者については 60 日以内、在外者については 3ヶ月以内

に応答することができる。拒絶査定に対しては、拒絶査定の

発送日から在内者については 3ヶ月以内、在外者については

4ヶ月以内に応答することができる。

シンガポールにおいては、審査請求を行った場合、見解書

の発行から5ヶ月以内に応答することができ、補充審査請求

を行った場合、見解書の発行から3ヶ月以内に応答すること

ができる（規則 46）。また、拒絶を意図する通知が発行され

た場合、2ヶ月以内にレビュー（再審理）を請求することがで

きる（特許法第 29 Ａ条、規則 46 Ａ）。

■ 8  分割

日本では、補正可能期間及び特許査定後所定期間内等に

分割出願を行うことができる。シンガポールでは、登録料の納

付、又は出願の拒絶、放棄若しくは取下げの前までに、分割

出願を行うことができる（特許法第 26 条）。

第4　登録後

■ 1  特許権の存続期間

日本では、特許権の存続期間は、特許権の設定の登録から

発生し、出願の日から20 年で終了する。シンガポールでも同

様に、特許権は、特許証の交付日に効力を生じ、特許の出願
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日等から20 年の期間の満了時まで引き続き効力を有する旨

規定されている（特許法第 36 条）。

■ 2  異議申立

日本では、特許掲載公報の発行の日から6ヶ月以内に特許

に対し異議申立を行うことができる。シンガポールには、同様

の規定は存在しない。

第5　最後に

近年、シンガポールの特許法や審査基準は改正が進めら

れている。知財ハブを標榜し、ASEAN 諸国の知財制度整備

のリーダーシップをとるシンガポール国内における知財制度の

変化は、周辺国へも影響を与えることが予想される。従って、

ASEAN でビジネスをする企業にとって、今後もシンガポール

における知財制度の変化を追うことは意味のあることであると

言えよう。

 以上

現在、多くの日系企業が、シンガポールを含む ASEAN 加

盟国及びその周辺地域に進出しており、これに伴い、日本企

業とこれらの国々に所在する企業との紛争も増えつつある。し

かしながら、司法制度が十分に整備されていなかったり、汚

職の問題を抱えていたりする国も少なからずあることから、これ

らの国々の企業との契約においては、シンガポール国際仲裁

センター（Singapore International Arbitration Centre、以

下「SIAC」という。）による仲裁を紛争解決手段として選択す

る例が多くみられる。また、シンガポールは、国の政策として

紛争解決のハブとなることを目指し、様々な施策を実施してい

る。具体的には、2014 年 11 月にシンガポール国際調停セン

ター（Singapore International Mediation Centre）を設置し、

2015 年 1 月にはシンガポール国際商事裁判所（Singapore 

International Commercial Court、以下「SICC」という。）を

設置している。そこで、本稿では、紛争解決のハブとして注目

されるシンガポールに関して、最近の SIAC の動向、シンガポー

── 弁護士 髙橋俊介

国際紛争解決に関するシンガポー
ルの最新動向

ルを含むアジア地域におけるクロスボーダー取引における準

拠法及び紛争解決手段の選択に関する動向、さらに、2016

年 5 月に出された SICC の初の判決について紹介する。

第1　SIACの動向

■ 1  2015 年の実績
（1）

2015 年に SIAC に新しく申し立てられた仲裁事件の事件数

は 271 件を記録し、過去最高となった。近年の数字と比較す

ると、2013 年が 259 件、2014 年が 222 件であるから、着

実な伸びであると評価することができる。SIAC における仲裁を

利用している企業の国籍をみると、約 3 分の 1 の事件に外国

企業のシンガポール子会社が関与している。関与している外

国企業の内訳をみると、インド企業が 91 件、中国企業が 46 件、

韓国企業が 34 件、アメリカ企業が 33 件であり、日本企業は

8 件となっている。また、SIAC における仲裁が利用された事

件における契約の準拠法は、シンガポール法が 59％と最も多

く、続いて、イギリス法が 21％、インド法が 6％となっている。

また、紛争の原因となった契約が締結された時期は、2015

年が 8.9％、2014 年が 40.4％、2013 年が 15.2％となっており、

契約締結から2 年以内に紛争化しているケースが 6 割を超え

ている。日本企業が直接の当事者となっている事件数は未だ

参考資料
（1）	https://www.ipos.gov.sg/Portals/0/Press%20Release/IP%20HUB%20

MASTER%20PLAN%20REPORT%202%20APR%202013.pdf
（2）	http://www.ipos.gov.sg/AboutIP/TypesofIPWhatisIntellectualProperty/

Whatisapatent/NationalSecurityClearance.aspx
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が構成されている場合、又は他方の仲裁において仲裁

廷が構成されていない場合に仲裁の併合を申請するこ

とができる。そして、かかる申請に基づいて、仲裁廷

の構成前においては仲裁裁判所が、仲裁廷の構成後

においては当該仲裁廷が併合の可否を判断することに

なる。

第2　準拠法及び管轄の選択についての動向

2016 年 1 月 10 日、Singapore Academy of Law は、シ

ンガポール及びその周辺地域におけるクロスボーダー取引に

おいて選択されている準拠法及び紛争解決方法に関する調

査結果を公表した
（4）

。本調査は、クロスボーダー取引に関与し

ている 500 人の弁護士、インハウスカウンセル等を対象とし、

採用されている準拠法及び紛争解決方法について調査した

ものである。本調査結果によれば、採用されている準拠法は、

イギリス法が 48％、シンガポール法が 25％、ニューヨーク法

が 7％、香港法が 3%という結果となっており、シンガポール

法が 4 分の 1 を占める結果となっている。また、最も好まれて

いる紛争解決地は、首位がシンガポールで 52％、次いで香

港が 22％、イギリスが 7％となっている。紛争解決手段として

は、仲裁は 71％で、裁判が 24％、調停が 5％となっている。

これらの調査結果からすると、シンガポール及びその周辺地

域におけるクロスボーダー取引においては、準拠法としてイギ

リス法が最も好まれているものの、シンガポール法も重要な位

置を占めつつあることが分かる。また、紛争解決地としては圧

倒的にシンガポールが好まれており、これは、地理的な要因

に加えて、SIACという信頼に足る仲裁機関を有していることが

大きな要因と考えられる。

第3　SICCの初の判決

2015 年 1 月に SICC が設置されたことは冒頭に述べたとお

りであるが、その SICC が、2016 年 5 月 12 日に初の判決を

出した
（5）

。本件はジョイントベンチャーに関する紛争で、シンガ

ポール企業及びその親会社であるオーストラリア企業が、イン

ドネシア企業及びそのシンガポールの関連会社に対して、損

害賠償を求めたものであり、紛争の基礎となる契約の準拠法

はシンガポール法である。本件は、2011 年 12 月 27 日に提

訴され、2015 年 3 月 4 日に SICC に移送された。今回出され

た判決は、本件の終局的な判決を下したものではなく、前提と

なる法律問題として、契約上の義務の存在及びその範囲につ

多くはないものの、申立て件数自体は着実に増加しており、今

後、日本企業が関与する案件も増加することが予想される。

■ 2  SIAC 仲裁規則の改正
（2）

SIAC は、2016 年 7 月 1 日、新しい SIAC 仲裁規則（SIAC 

Rules（6th Edition, 1 August 2016
（3）

））を公表し、同規則は

2016 年 8 月 1 日から施行されることになっている。今回の

SIAC 仲裁規則の改正の狙いは、近時の国際仲裁実務の発展

を反映して、多様化・複雑化するビジネス・ニーズに一層応

えることにある。予定されている改正内容は多岐にわたるが、

主な改正内容を以下に紹介する。

（i） 複数契約に関する紛争（第 6 条）

複数の契約に起因又は関連して紛争が存する場合、

申立人は、（1）各仲裁合意についての仲裁通知ととも

に、第 8.1 条に従って各仲裁の併合申請書を同時に提

出するか、又は（2）各仲裁合意を特定するとともに、

第 8.1 条の要件を充足することを記載した全ての仲裁

合意に関する一通の仲裁通知を提出することができる

ものとされた。これにより、所定の要件を満たす場合に

は、複数の契約が関連する紛争を同一の仲裁によって

解決することが可能となり、申立費用を節約することも

可能となった。

（ii） 手続参加（第 7 条）

当事者又は非当事者は、（1）参加する当事者が仲

裁合意に拘束されることが明らかな場合、又は（2）非

当事者を含む全当事者の合意がある場合には、申立

人又は被申立人として本規則に従って係属している仲

裁に参加することを申請することができ、かかる申請に

基づいて、仲裁廷の構成前においては仲裁裁判所が、

仲裁廷の構成後においては当該仲裁廷が参加の可否

を判断するものとされた。

（iii） 仲裁手続の併合（第 8 条）

仲裁廷が構成される前において、当事者は、（1）全

当事者が併合に合意している場合、（2）全ての請求が

同一の仲裁合意に基づく場合、又は（3）仲裁合意に

矛盾がなく、かつ、（a）当該仲裁が同一の法的関係か

ら生じた紛争の場合、（b）主たる契約と従たる契約で

構成される複数の契約から生じた紛争の場合、又は（c）

同一の若しくは一連の取引から生じた紛争である場合

には、当該二つ以上の仲裁を一つの仲裁に併合するこ

とを申請することができるものとされた。また、仲裁廷

が構成された後で、上記（2）及び（3）の場合には、

上記の要件に加えて、各仲裁において同一の仲裁廷

14



第4　最後に

このように、SIAC における仲裁は着実にその実績を伸ばし

ており、さらに、その利便性を高めるための SIAC 仲裁規則の

改正も行われている。また、裁判についても、SICC の初の判

決が出され、さらに、シンガポールが裁判管轄の合意に関す

るハーグ条約を批准するなど、積極的な動きが見られる。紛

争解決のハブを目指すシンガポールの積極的な動きは、日本

企業にとっても注目すべきものであり、引き続きその動向を注

視していく必要があろう。

 以上

（1）	SIAC	Annual	 Report	 2015（http://www.siac.org.sg/images/stories/articles/
annual_report/SIAC_Annual_Report_2015.pdf）

（2）	SIAC	プレスリリース（http://www.siac.org.sg/）
（3）	http://www.siac.org.sg/images/stories/articles/rules/SIAC%202016%20

Rules_6th%20Edition.pdf
（4）	Study	on	Governing	Law	&	Jurisdictional	Choices	in	Cross-border	Transactions

（http://www.sal.org.sg/Documents/SAL_Singapore_Law_Survey.pdf）
（5）	http://www.sicc.gov.sg/HearingsJudgments.aspx?id=72

なお、本稿執筆時点で、本判決以外に、判決が1件、決定が1件公表されている。
（6）	https://www.mlaw.gov.sg/content/minlaw/en/news/press-releases/singapore-

ratifies-hague-convention-on-choice-of-court-agreement.html

いてのみ判断を下したもので、中間判決としての位置付けとな

るものである。本件は、シンガポール、オーストラリア及びイン

ドネシアの 3 か国の企業が当事者となる国際的な紛争であり、

シンガポールの裁判官 1 名に加えて、イギリスの元裁判官 1

名及び香港の元裁判官 1 名の合計 3 名の裁判官が担当して

いる点が SICC ならではの特徴である。SICC の判決は、シン

ガポール高等裁判所の判決となるものであるから、仲裁判断

とは異なりニューヨーク条約の適用がなく、その執行可能性

に課題があるとされている。もっとも、シンガポールは、イギリ

ス、香港、オーストラリア、マレーシア、インドなどと判決の承

認・執行に関する協定を結んでおり、一定の要件を満たす場

合にはこれらの国々においてもSICC の判決を執行し得る。さ

らに、シンガポール政府は執行可能性の問題について手当て

すべく、2016 年 6 月 2 日に裁判管轄の合意に関するハーグ

条約（Hague Convention on Choice of Court Agreements）

に批准した
（6）

。本条約は、締約国における専属管轄の合意の有

効性を確保するとともに、締約国は、原則として「専属的管轄

合意に基づく」他の締約国の裁判所の判決の承認及び執行

を認めなければならないとするものである。本条約の締約国

は、本稿執筆時点においては、EU 加盟国（デンマークを除

く。）及びメキシコであり、アメリカとウクライナは本条約に署名

しているものの未だ批准しておらず、締約国の数は限定的で

ある。そのため、現時点では、国際紛争において裁判よりも仲

裁が好まれる現在の状況を大きく変えるものではないと思われ

るが、締約国の企業が関与する取引においては、紛争解決方

法の一つの選択肢となり得るものである。 【主な取扱分野】
一般企業法務	/	商事関連訴訟	/	労働審判・労働関
係訴訟等への対応	 /	国際訴訟・仲裁・調停・ADR	 /	
刑事訴訟	/	行政訴訟	/	消費者対応	/	アジア	/	 IT・
通信	/	不正調査

【登録、所属】
東京弁護士会（2007年）	 /	シンガポー
ル外国法弁護士（2014年）

弁護士

髙橋俊介
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第1　インドネシアの経済の発展

インドネシアの人口は、2016 年 1 月現在、2 億 5 千万人

となっており、GDP ベースの成長率も5％～ 6％を誇る。こう

した成長に支えられ、インフラ整備等も意欲的に行われており、

近時のインドネシアの高速鉄道の整備に関する報道は記憶に

新しいところである。インドネシアは、日本にとっては引き続き

魅力的な海外市場であり（2015 年度海外投資先有望国ラン

キング（JBIC 調べ）2 位）、インドネシアの将来的な経済成長

を支えるにあたって、日本の金融機関からのファイナンスもま

た重要な役割を果たしている。一方で、日本の金融機関がイ

ンドネシア国内の企業に対してファイナンスを行うに際し、イン

ドネシアの法制度及び同法のリスクもまた十分に理解しておく

必要がある。

本稿は、主に日本からインドネシアに向けてのアウトバウンド

によるファイナンスを行うに際しての注意点を考察するもので

── 弁護士 越元瑞樹
── 弁護士 藏田知彦

インドネシア法務アップデート－ファ
イナンス取引を中心として
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あり、インドネシアの法制度の理解の助けになれば幸いである。

第2　インドネシアにおける民間対外債務規制の概要

■ 1   自国における対外債務管理の観点から、外貨建てによる資

金調達又は国外からの資金調達について規制を置いてい

る国も多い。インドネシアもその例外ではなく、外貨建資金

調達又は国外からの資金調達については、本レター発行日

現在において、主として以下①から④までに記載する規制

が置かれている。一般的には Bank Indonesia（以下、「イ

ンドネシア中銀」という。）、インドネシア財務省（Ministry 

of Finance Republic of Indonesia）（以下、「MOF」という。）

及び Offshore Commercial Loan Coordinating Team（以

下、「PKLN Team」という。）に対する報告義務にとどまる。

① インドネシア中銀に対する報告義務（いわゆる「LLD

（Lalu Lintas Devisa）報告書」及び「KPPK（Kegiatan 

Penerapan Prinsip Kehati-hatian）報 告 書 」）（Bank 

Indonesia Regulation No. 16/22/PBI/2014 に基づく

規制及びその後の変更に基づく規制）

② MOF に対する報告義務（1972 年10 月12日付 Presidential 

Decree No. 59 of 1972 及び1973 年 5 月3日付 Ministry 

of Finance Decree No.261/MK/IV/5/1973 並びにその

他関連法令に基づく規制）

③ PKLN Team 及び MOF に対する報告義務（1991 年 9

月 4 日付 Presidential Decree No. 39 of 1991 並びに

その他関連法令に基づく規制）

④ インドネシア中銀に対する報告義務等（2014 年 5 月14

日付 Bank Indonesia Regulation No. 16/10/PBI/2014）

及びその後の変更に基づく規制

■ 2   上記①から④までの各報告義務を遵守するために、まずファ

イナンスの計画段階において、インドネシア中銀に対し毎

年 3 月 15 日までに、対外債務負担の計画等に関して報告

をしなければならない（①に関する義務（LLD 報告書））。

仮に、毎年 3 月 15 日以降に対外債務負担の計画等を変

更した場合、7 月 1 日までに報告する義務があるとされて

いる。次に、上記対外債務負担の計画等に関する報告が

完了し、かつローン契約等の締結又はローン等の引出が

なされた場合、翌月の 15 日までに “main data of offshore 

loan” をインドネシア中銀に届け出る必要があり（①に関す

る義務（LLD 報告書））、また、ローンが外貨建ての場合には、

インドネシア中銀へ追加的に報告する義務がある（④に関

する義務）。さらに、ローン契約締結時までに、MOF 及び

PKLN Team に対して届出をする義務もあるが、上記一連

の手続は、インドネシア中銀への報告と同時に届出を行うこ

とが通常である（②及び③に関する義務）。

■ 3   さらに、対外債務を負担するインドネシアの一般企業は、

ローン等の借入実行後において定期的に MOF への報告

義務を負う（②に関する義務）。加えて、対外債務を負担

するインドネシアの一般企業は、ローン等の貸出実行後に

おいて定期的にインドネシア中銀に対し、対外債務管理に

おける慎重性原則（Prinsip Kehati-hatian）適用実施報

告書（KPPK 報告書）の提出が必要とされる（①に関する

義務）。具体的には、慎重性原則の適用としてヘッジ比率

規制、流動性比率規制、及び外部格付取得規制を受ける

ところ（Bank Indonesia Regulation No. 16/21/PBI/2014

参照）、これら規制に対応した措置が実施されていることを

インドネシア中銀が把握するため、KPPK 報告書の提出が

要求される。

■ 4  なお、①及び③の規制の適用があるのは、インドネシア国

内の法人が対外債務を負担する場合であり、インドネシア

ルピア建てであることを問わず、また対外債務の負担とは、

約束手形、保証行為及び繰延払債務の負担をも含む概念

であることに注意を要する。

また、④の規制に関連し、対外債務負担が外貨建ての

場合には、当該外貨建て対外債務負担に際してのインドネ

シア中銀への報告義務のほか、インドネシア国内の外国為

替銀行にて当該貸し出された外貨を受領する義務があると

されている。

■ 5   上記の通り、インドネシアにおける対外債務規制について

は、上記の通り複数の規制があり、またその時々の経済状

況に従い頻繁に変更される傾向にあるため、随時確認の必

要がある。また、こうした届出等は、借入人によってなされ

る必要があり、貸付人側としては、ローン契約等によって、

かかる届出等がなされていることに関し表明保証又は誓約

事項として規定し、また貸付の前提条件として規定する等

の手当てが考えられる。

なお、紙面の都合により割愛するが、上記の他、2015

年に導入された新たな規制として、L/C による決済義

務（2015 年 1 月 24 日 付 Ministry of Trade（No.04/

M-DAG/PER/1/2015））及び対外債務負担に関する報告

義務（2015 年 9 月 9 日付 Ministry of Finance（No169/

PMK.010/2015（第 5 条第 1 項））があり、これらについて

も留意を要する。

第3　担保に関する概観

借入人の負担する債務に不履行が生じた場合に備え、借入
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者が担保権者に対して担保対象物の所有権を譲渡した

旨の法形式を採ったうえで、担保権設定者が担保対象物

を引き続き利用する形態を採る担保である。担保の目的

物としては、土地抵当権を設定することのできない一部

の不動産（土地と建物の所有者が異なる場合の建物等）、

債権や動産に対して設定することが可能である。インドネ

シアにおけるファイナンス取引一般において、比較的多く

使用される担保手段である。なお、信託担保権の存続期

間については、特に定めはない。

②設定手続

信託担保権の設定を行うためには、担保権者と担保

権設定者が公証人の面前でインドネシア語により作成さ

れる信託担保権設定証書を作成の上、署名し、登記所

において登記の申請を行わなければならない。登記申請

権者は、法令上、担保権者又はその代理人若しくは代表

者と規定されている（信託担保に関する法律 1999 年第

42 号第 13 条第 1 項）が、実務上は公証人が代理して

登記申請することが多い。信託担保は、信託登記簿（Buku 

Daftar Fidusia）への登記日に効力を生ずる。また、信託

担保権者には、登記所より信託担保権利証（Sertifikat 

Jaminan Fidusia）が発行される。

なお、日本の質権と似た担保権（Gadai）もインドネシ

ア法上存在するが、質権設定には、占有の移転が効力

要件とされ、担保目的物の現実の引渡しが必要となると

解釈されているため、担保権設定者による担保目的物の

使用収益権の確保が困難となることを理由として、債権

及び動産一般には使用されることが少なく、株式に対す

る担保権として利用されることが多い。

■ 3  保証（Penanggungan）

一般的なコーポレート与信においては、借入人の親会社か

ら保証を徴求することもある。インドネシアにおいても法人か

ら保証（Penanggungan）を徴求することが可能である。保証

の成立には保証人の明示的な承認（民法 1824 条）が必要と

されているが、証書の作成及び登記又は政府機関への登録

は不要である。保証人からの一方的な差し入れ方式又は貸付

人及び保証人の合意による方式のいずれも可能である。但し、

インドネシア法人がインドネシア国外の貸付人に対して保証を

差し入れる場合には、保証が対外債務として扱われることから、

政府機関等に対する前述の報告等が必要となることに注意を

要する。なお、保証には日本の附従性に類似した概念は存在

するが、連帯保証に似た制度は存在しない。

人の資産上に担保権の設定を行うことは債権回収手段として

重要である。特にプロジェクトファイナンスの分野においては、

借入人の資産すべてに担保を設定するのが通常であり、例え

ば借入人の不動産及び地上権、並びに動産及び債権に対す

る担保権を設定する等の手段が採られる。インドネシアにおい

て、貸付人と借入人との間において合意により設定することが

可能な担保物権としては主として以下のものがある。なお、担

保に関する外資規制は本レター日付現在で存在しない。

■ 1  抵当権

①内容

一般的に、船舶や航空機等に対して設定される抵当権

は、インドネシア民法の規定が適用され、かかる抵当権

はHipotek と呼ばれる。一方で、不動産に対し設定され

る抵当権は、抵当法という特別法の適用があり、土地抵

当権（Hak Tanggungan）と呼ばれる。土地抵当権（Hak 

Tanggungan）は日本の不動産に対する抵当権に類似し

た概念であり、担保の目的物となる土地に係る権利は、

所有権、並びに物権的な土地利用権である事業権、建

設権、及び使用権（土地抵当権に関する法律 1996 年

第 4 号（以下、「抵当法」という。）第 4 条第 1 項、同第

2 項）であり、いずれの権利も登記可能性と譲渡可能性

という抵当権の目的物の適格要件を備えている。なお、

土地上の建物については、インドネシア法上独立した登

記の対象とはされていないが、土地に付随するものとして

抵当権を設定することが可能である（抵当法第 4 条第 4

項）。なお、土地抵当権の存続期間については、特に定

めはない。

②設定手続

土地抵当権の設定手続については、「土地抵当権は、

前項の土地抵当権に係る登記日に生じるものとする。」（抵

当法第 13 条第 5 項）と規定されており、登記所におけ

る登記が効力要件であると一般に解釈されている。土地

抵当権の設定がなされると登記所より抵当権者に対して

権利証が交付される。土地抵当権の有無については、法

律上、登記情報は公開とされているものの、実際には土

地の所在地や権利者名のみから登記情報を確認すること

は難しく、当該権利証に基づき登記の有無・内容を確認

するのが一般的といえる。

■ 2  信託担保権（Fidusia）

①内容

信託担保権（Fidusia）はFiduciary Securityとも呼ばれ、

日本法上の譲渡担保に類似した権利である。担保権設定

17



るに当たっては、英語等の外国語及びインドネシア語双方に

おいて契約締結する必要性が高いと思われる。日本とインドネ

シアの企業間におけるファイナンス関連書類については、英語

及びインドネシア語を 1 つの契約書に左右併記する手法がと

られることが比較的多いと思われる。なお、上記の通り、信託

担保権を設定するに当たっては、インドネシア語で信託担保権

設定証書を締結する必要があることに留意が必要である。

なお、本稿作成に当たっては、インドネシアの Mochtar 

Karuwin Komar 法律事務所の Lucyana 弁護士及び Oka 弁

護士に貴重なアドバイスをいただいた。

 以上

第4　準拠法、裁判管轄

準拠法については、設定される担保権に係る担保契約につ

いてはインドネシア法を準拠法とするものが多いものの、一般

的な日本の金融機関との間のクロスボーダーのローン契約に

ついては、法的安定性の問題から、インドネシア法を準拠法

とすることは少なく、英国法及びニューヨーク州法のほか、日

本法を準拠法とすることが多いと考えられる。また、インドネシ

アは 1958 年のニューヨーク条約締結国であり、場所的な近

接性からシンガポールの SIAC（TMI Associates Newsletter 

Vol.28「国際紛争解決に関するシンガポールの最新動向」参

照）による仲裁を紛争解決手段として用いることも比較的多

い。しかしながら、外国仲裁判断をインドネシアで執行する場

合、中央ジャカルタ地方裁判所に執行の申立を行う必要があ

る点に注意を要する（仲裁及び裁判外紛争解決に関する法律

1999 年第 30 号（以下、「仲裁法」という。）第 65 条）。外国

仲裁判断は、公序良俗に反しないものに限りインドネシア国内

で執行可能とされているため（仲裁法第 66 条 d）、契約内容

がインドネシア法上の公序良俗に反しないことに関するリーガ

ルレビューを事前に行うことが重要である。

第5　言語法に関する考察

インドネシアにおいては、2009 年に施行された国旗、言語、

国章及び国家に関する法律 2009 年第 24 号（以下、「言語法」

という。）第 31 条において、インドネシア国内の企業等が当事

者となる契約書等を締結するに当たっては、インドネシア語を

用いなければならないとされている。一方で、外国当事者が

関係する場合には、外国語及び / 又は英語で記載することも

できると規定されており、外国当事者がインドネシア国内の企

業と契約を締結する場合には、インドネシア語においても契約

締結しなければならないかどうかについての言語法上の規定

は不明確である。したがって、法律施行当初から、実務的には

外国語及びインドネシア語の双方で契約を締結する方法、裁

判所に訴訟提起する場合において当事者間でインドネシア語

にて締結するという合意を契約上予め行っておく方法等がとら

れていた。ところが、2013 年 6 月 20 日の西ジャカルタ地方

裁判所判決、2014 年 5 月 7 日のジャカルタ高等裁判所判決、

及び 2015 年 8 月 31 日の最高裁判決における判決の 3 つの

判決において、外国語で作成された契約が無効であるとされ

たため、これらの裁判所の判断を踏まえて、現状インドネシア

国内の企業との間においてローン契約及び担保契約を締結す
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第1　フィリピン競争法・同施行規則の制定経緯

フィリピン共和国（以下「フィリピン」といいます。）には、こ

れまで本格的な競争法（日本における独占禁止法に相当する

もの）が存在していませんでしたが、長年の議会での議論を経

て、ASEAN 経済共同体の発足を控えた 2015 年 7 月、共和

国法第 10667 号としてフィリピン競争法（以下「PCA」といい

ます。）が制定され、同年 8 月 8 日に施行されました。

フィリピン競争法の制定後に予定されていたフィリピン競争

委員会（規制当局）（以下「競争委員会」といいます。）の創

設及び同法施行規則（以下「PCA 規則」といいます。）の制

定は遅れていましたが、2016 年 2 月に競争委員会が発足し、

同年 6 月 3 日に PCA 規則が定められ、15 日間の公告期間を

経て施行されたことで、PCA の運用体制の基礎が確立しました。

この競争法の下では、①一定の競争阻害行為が禁止されて

おり、フィリピン法人の取引条件・運用実態によっては、その

見直しが必要になることや、②フィリピン国外での M&A にも

適用がありうることから、実務に与える影響は小さくないと考え

られます。

本稿は、PCA に関し、PCA 規則を踏まえ、フィリピンに関係

する M&A 実務に直ちに影響を及ぼし得る企業結合規制手続

を中心に解説します。

第2　PCAが禁止する行為の概要

PCA は、市場における競争が起業家精神の高揚・投資促進・

技術発展・生産性向上を促し、消費者に利益をもたらすとの

理念の下で、主として次の 3 つの行為を禁止しています。

①競争を阻害する合意（入札談合・価格競争の制限等
（1）

） 

②支配的地位の濫用（不当廉売・拘束条件付取引・新規

事業者の参入制限等
（2）

）

③競争を阻害する企業結合
（3）

もっとも、PCA は、経過規定として、既に存在する同法違反

に当たる行為については、PCA の効力発生時から2 年以内に

解消されれば違反行為として処分・処罰されないとこととして

いるため
（4）

、競争阻害性のある契約や支配的地位の濫用に当た

る実務についての PCA の本格的な執行開始までには約 1 年

の猶予があります。この期間は、出資先や取引先等のフィリピ

ン法人の競争法対応についてデューディリジェンス等でチェッ

クを行う好機ともいえるでしょう。

他方、企業結合規制に関しては、PCA 規則の制定前から、

暫定措置を定めた通達により、競争委員会への届出が義務付

けられていましたが、実質的な審査は行われていませんでし

た。これは、競争委員会が 2016 年 2 月 12 日と16 日に発し

た通達によって、PCA の施行からPCA 規則の施行までの間に

なされる企業結合については、競争委員会に適式な届出をす

ることで承認があったものとみなされるとされていたためです
（5）

。

PCA 規則の施行によってこの暫定措置は効力を失い、以後は

PCA 規則所定の具体的な手続により、競争委員会による審査

が行われることになります。したがって、今後フィリピンに関連

する M&A を検討する際には PCA・PCA 規則の内容を踏まえ

た対応が必要となります。

第3　企業結合規制の内容－届出手続を中心に

■ 1  PCA・PCA 規則による企業結合規制

PCA は、「一定の取引分野における競争を実質的に妨げ又

は減弱化させる M&A 取引」を禁止しています
（6）

。ただし、この

ような取引のうち、①当該取引がもたらす効率性の向上が競

争阻害性を上回る場合と、②買収又は合併の対象となる会社

等の倒産救済策であって他の選び得る手段と比較して最も競

争阻害性が少ないものである場合には、例外が認められます
（7）

。

M&A 取引が競争を阻害するものであるかどうかは、①当該取

引により競争が制限される蓋然性、②当該取引によりもたらされ

る効率性の向上、③当該取引がされた場合とされない場合との

競争環境の変化、④関連する市場の構造・関係者の市場にお

ける地位等の諸事情等に照らして個別具体的に判断されます
（8）

。

（1）   「M&A 取引」の意義

規制対象となる「M&A 取引」は「買収」と「合併」

とに分かれます。「買収」は、支配権を獲得する目的

で会社等の株式等を取得することをいい、「合併」は 2

以上の会社等がひとつの会社等に合一化することをい

います。なお。PCA 規則は、「合併」にはジョイント・

ベンチャー（以下「JV」といいます。）を組成すること

を含むとしているため、JV 組成の際にも届出等の手

続の適用があることに注意が必要です（この場合には、

JV に出資した会社等を合併側、組成された JV を被合

── 弁護士 高祖大樹
── 弁護士 團　雅生

フィリピン競争法施行規則の解説
－M&A実務に影響する企業結合審
査手続を中心に
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併側として扱います
（9）

。）。

（2） 適用範囲に関する留意点

PCA はフィリピンにおける流通・産業・商業に直接

かつ実質的影響が及ぶことが合理的に予測される場合

には、フィリピン国外での取引や行為にも適用されます

（域外適用
（10）

）。これは、M&A 取引に限らず、競争阻害

的合意や支配的地位の濫用に関しても同様です。また、

後述の届出義務のない小規模の M&A 取引についても

域外適用の余地があります。したがって、フィリピン国

外で完結する M&A 取引についても、その規模を問わ

ず、場合によっては審査の対象となる可能性があります。

■ 2  届出義務のある M&A 取引の範囲

（1） 届出義務と不遵守の効果

一定以上の規模の M&A 取引を行う当事者は、取引

実行前に競争委員会に届出をする義務があります。届

出後は、30 日の待機期間（最長で 90 日まで延長され

ることがあり、資料提出期限の延期等により期間の進

行が止まることもある。）が設定され、この間は取引の

実行ができません（審査後に競争委員会の承認がされ

るか、承認又は不承認の命令がないまま待機期間が

経過した場合には、当事者は当該取引を実行すること

ができます。）。

届出義務を怠った場合には、当該義務に係る M&A

取引は無効とされ、当事者に「取引の価値」の 1％か

ら5％の範囲の制裁金が課されます
（11）

。

（2） 届出義務が発生する場合について

PCA は、「取引の価値が 10 億ペソ
（12）

を超える」M&A

取引について届出義務があると定めていますが、PCA

規則はこれを具体化して、次のとおり、届出義務が生

じる取引の範囲を定めています
（13）

（図 1 参照）。

比国内の
資産取得

比国外の
資産取得

比国内外の
資産取得

株式等取得スキーム

10億ペソ
超の対象

取得資産額

取得資産から
の収入

OR

取引後の
保有比率

AND

買収・合併側の
比国内資産

取得資産からの
比国内収入

OR

ANDAND

取得資産から
の比国内収入

取得対象の
比国関係売上

OR

AND

35%超
(50%超)

AND

当事者のいずれかの最終親会社支配下に
10億ペソ超の比国資産or比国関係売上

図1　事前届出を要するM&A取引

① 当事者のいずれかの最終親会社（親会社であって、

どの会社等にも支配されていないもの）の支配下に

ある会社等が、全体として、フィリピンに関連する年

間 10 億ペソを超える売上、又はフィリピン国内に

10 億ペソを超える資産を有している場合であって、

かつ、

② 次のいずれかに該当する場合

（i） フィリピン国内の資産取得による M&A 取引

取得対象であるフィリピン国内の資産について、

（ア） その価値の合計が 10 億ペソを超え、又は、

（イ） 当該資産から生じる収入が 10 ペソを超え

るとき

（ii） フィリピン国外の資産取得による M&A 取引

（ア） 買収・合併側の会社等のフィリピン国内に

おける資産の価値の合計が 10 億ペソを

超え、かつ、

（イ） 取得される資産によりフィリピン国内で 10

億ペソを超える収入が生じるとき

（iii） フィリピン国内・国外双方の資産取得による

M&A 取引

（ア） 買収・合併側の会社等のフィリピン国内に

おける資産の価値の合計が 10 億ペソを

超え、かつ、

（イ） 取得された資産によりフィリピン国内で 10

億ペソを超える収入が生じるとき

（iv） 株式等の取得による M&A 取引

（ア） 取得対象の会社等及びその支配下の会社

等について、フィリピン国内に有する資産

が 10 億ペソを超え、又は、フィリピンに関

する売上が 10 億ペソを超える場合であっ

て、かつ、

（イ） 取得側が取引後に取得対象の株式等の

35％を超える部分を有することとなるとき

（取引前に既に 35％を超えている場合は、

取引後に 50％を超えるとき）

■ 3  届出とその後の手続

時系列順に整理すると、届出対象となる M&A 取引に関し

ては、次のような手続が必要となります（図 2 参照）。
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事前相談

届出

第１段階審査

第２段階審査

承認

適式確認

追加資料要請90日間

30日間

15日間
補正命令

みなし
承認 不承認

図2　企業結合審査の流れ

（1） 事前相談（任意）

届出義務の対象となる M&A 取引の当事者は、取引

の概要についての情報を書面で通知した上で、競争委

員会スタッフとの事前相談を要請することができます。

当事者は、競争委員会に対して、届出時に必要となる

特定の情報についての法的拘束力のない助言を求め

ることができます
（14）

。

（2） 届出

届出の義務を負うのは、原則として M&A 取引の当

事者です。届出は、競争委員会の定める様式の通知

書に当該取引に関する合意書の写しその他各種の資

料を添付した上で、当事者の最終親会社の代表者によ

る宣誓供述書を添えて行う必要があります
（15）

。

（3） 競争委員会による審査

ア 形式審査

競争委員会は、届出を受けてから15 日以内に、

届出が関連規定にしたがってなされているかを確

認し、不備がある場合には未提出の情報あるいは

資料を提出するように通知します
（16）

。

イ 第 1 段階審査

競争員会は、形式審査の結果届出が適式であ

ると判断したときは、届出をした者にその旨を通

知して、第 1 段階審査を開始します
（17）

。なお、前述

の 30 日の待機期間は、この競争員会の判断がさ

れたときから起算されます
（18）

。したがって、審査終了

までのスケジュールには、待機期間に加えて形式

審査終了までの最大 15 日間も考慮する必要があ

ります。

ウ 第 2 段階審査のための資料等提出要請

競争委員会は、必要と認める場合には、第 1

段階審査の開始から30 日以内に、当事者に対し

て第 2 段階審査のために必要な追加の情報・資

料の提供を要請することができます
（19）

。

この要請があった場合、待機期間が自動的に

60 日間延長されます。当事者は、原則として 15

日以内に追加の情報・資料を提出する必要があり、

提出を怠った場合には届出が失効し手続はやり直

しとなります
（20）

。追加資料の提出に 15 日間以上の

期間を要する場合には、当事者の申し出により延

長が認められます。この延長期間中には待機期間

の経過も進行が止まることになります。

所要期間についてまとめると、届出から競争委

員会の結論が出るまでには、最大で 105 日に追

加資料の提出期間の延長分を加えた日数がかか

ることになります。

エ 届出要旨の公開

当事者が追加の情報・資料を提出した後、競

争委員会は、取引の当事者・取引の種類・関連

する市場・届出の受理日などの情報を自らのウェ

ブサイトで公開することとされています
（21）

。この時点

で、届出対象の M&A 取引の存在が第三者に明

らかになります。

オ 決定

競争委員会が届出のあった M&A 取引を承認

した場合、当事者は当該取引を実行することがで

きます。この判断は PCA 及び PCA 規則上は最終

のものとして争う余地がなくなります
（22）

。また、競争

委員会がなんらの判断をも示さないままで待機期

間が経過した場合には、当該 M&A 取引は承認さ

れたものとみなされ、当該取引は実行可能となり

ます
（23）

。

他方、競争委員会が M&A 取引を PCA により

禁止されるものと認定した場合には、次のいずれ

かの命令がなされます
（24）

。

① 取引の実行を禁止する

② 競争委員会が特定する変更がされない限り、

取引の実行を禁止する

③ 競争委員会が特定する法的拘束力のある追

加合意がされない限り、取引の実行を禁止

する。

カ 情報開示の制限

当事者等が競争委員会に提出した情報のうち、
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企業秘密その他機密情報は、審査に際し必要が

ない限り、第三者に開示されません。また、当事

者その他の情報提供者は、競争委員会に対し、

理由を付して、提供した情報を秘密とするよう求

めることができます（ただし、競争委員会が理由

がないと判断した場合には秘密とならず、開示の

対象になります
（25）

。）。

第4　今後のフィリピンビジネスへの影響

PCA 規則が制定されたとはいえ、PCA の運用に関しては、

ガイドラインその他参照すべき解釈指針がほとんど存在しな

いため、未だに明らかでない部分が多く残っています。

しかしながら、前述のとおり、禁止行為の 3 類型のうち、企

業結合規制に関しては、他の 2 類型に先行して運用が開始さ

れており、PCA 規則において相当程度具体的な手続が定めら

れています。競争委員会も、企業結合審査について積極的に

取り組むと予測されます（コラム参照）。

今後は、フィリピン国内への進出の場面においてはもちろん、

グローバル M&A 一般においても、PCA 上の届出の要否等の

検討が必要となります。また、競争委員会の実務・新たなガイ

ドラインや通達等の制定といった運用上の動向に関しても、引

き続き注視する必要があると考えられます。

 以上

コラム − 近時の通信事業者間の買収契約への競争委員会の対応

フィリピン国内の携帯電話事業は2つの事業者（PLDT及びGLOBE）により寡占状
態にありますが、近時、子会社を通じて携帯電話事業に適する電波の割当を受けてい
る第三の事業者（SMC）が新規参入を計画していました。ところが、PCA規則の発効
直前の2016年5月30日、SMCが新規参入を断念し、2大事業者に当該子会社を売
却するとの合意が発表されました。当該売却合意にはPCA規則の適用がないため、
2大事業者側は、競争委員会通達による暫定措置（本文第2参照）によって、競争委
員会への形式的な届出のみにより承認がされたものとみなされ、競争委員会による
審査は行われないと解釈していました。ところが、競争委員会は、2016年6月17日付
けで、本件は国家的利益に関わる問題であるとして、PCAにより付与された権限に基
づいてこの取引に対する包括的な審査を行うとの見解を発表しました。2大事業者側
は、競争委員会の立場には法的根拠がないとして、控訴裁判所に対して審査の差止
めなどを求めています。本事例の行方は、競争委員会が有する企業結合審査に関す
る裁量の範囲を画することになり得るため、関係者の注目を集めています。
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カルテル調査はブラジルにおいても近年活発化している。

本稿では、ブラジルにおけるカルテル手続きの概要について

解説する。

第1　競争法及び関連法規

ブラジルにおけるカルテルに関する手続きは、2011 年法

12,529 号（以下「競争法」という）のほか、各種政令、競

争当局であるConselho Administrativo de Defesa Economica

（以下「CADE」という。）の決定、CADE の内部ルール、ガイ

ドライン等により規定されている。これらはすべて CADE のウェ

ブサイトで確認できるが、そのほとんどはポルトガル語のみで

ある。

第2　カルテル概要

■ 1  カルテルの定義

競争法第 36 条 3 項 1 号において、以下の目的を意図した

競争者とのあらゆる形態の合意が違反行為とされている。

商品又はサービスの価格の固定（価格カルテル）

商品又はサービスの生産や販売の限定（数量カルテル）

商品又はサービスに係る既存の又は潜在的な市場の取引先、サプライヤー、地域、期
間等の割当による分割（市場の分割カルテル）

公共入札における価格や条件の固定又は入札に参加しないこと（談合）

■ 2  域外適用

ブラジルの競争法も、他国の競争法と同様に効果主義を採

用している。すなわち、たとえカルテルがブラジル国外で行わ

れたとしても、当該行為によってブラジル市場に影響があれば

ブラジルの競争法が適用される。そのため、たとえば、アメリ

カ顧客向け製品の価格について日本で合意したような場合で

も、当該製品がアメリカの顧客からブラジルに輸出されたよう

な場合にはブラジルの競争法が適用される。

そして、かかる影響は潜在的なもので足りるとされているた

め、ブラジルの市場に実際に影響があったことの立証は不要

で、何らかの影響があったということさえ立証されればカルテ

ルがあったと認定される。したがって、上記の例で言えば、カ

ルテルの対象となった製品がブラジルに輸出されたという事実

── 弁護士 柏　健吾

ブラジルにおけるカルテル が立証されればカルテルと認定されることになる。

■ 3  罰則

カルテルを行った場合、法人又はカルテルに関与した個人

に対して以下の罰則又は責任が生じる。

行政罰 課徴金 法人	：	行政手続きが開始された年の前年の違反行為の対象
となった市場における総売上高（グループ会社の売上を含む）
の0.1％から20％。

個人	：	（故意過失が立証されれば）法人に科された課徴金の
1％から20％

その他 違反行為の程度によって、以下などの罰則が課せられる。
・	一般紙での違反事実の公表
・	公的金融機関との契約の禁止、公共入札への参加禁止

民事上の
責任

カルテルにより損害を受けた者から損害賠償請求を受ける。
検察庁によりクラスアクションを提起される可能性もある。

刑事罰 2年以上5年以下の懲役及び罰金（個人のみ）

なお、カルテルの場合、行政罰である課徴金については、

総売上高の 15％前後となることが多い。

カルテルに関するクラスアクションはブラジルではまだ一般

的ではないものの、最近になって初めてカルテルに関してクラ

スアクションが提起された。そのため、今後は増加する可能性

がある。

第3　カルテル手続きの概要

カルテルに関する行政手続きは、全被告が CADE からの通

知書を受領して初めて開始される。国際カルテルの場合は、

全被告が通知書を受領するまでに相当の時間がかかることが

多く、開始までに数年かかることもある。全被告が通知書を受

領した場合、CADE は行政手続きが開始されたことを公表す

る。被告は、当該公表から30 日（各被告の弁護人が異なる

場合は 60 日）以内に答弁書を提出する。CADE の総監督局

（Superintendência Geral）という部門が被告が提出した証拠

等に従い事実調査を行う。総監督局は、事実調査の結果に従

い、CADE の審判機関に移送する。総監督局の調査を踏まえて、

CADE の審判機関が必要な措置（課徴金の支払いなど）を命

じる。

行政手続きが終了するまでには通常数年かかる。行政手続

きによる審判に対しては、裁判所に控訴することが可能である。

第4　リニエンシー契約

■ 1  要件

リニエンシー契約を締結するためには以下の要件を満たす

必要がある。
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最初の通報者であること

違反行為を中止すること

申立人の情報提供により、カルテルに参加したその他の者が特定され、かつ、違反事実
が立証されること

申請時にCADEが有罪判決を得るための十分な証拠を持っていないこと

カルテルへの関与を認め、かつ、当該事実に関する調査に協力すること

リニエンシー契約には、カルテルへの参加の自認、CADE の

調査への協力義務、その他のカルテル参加者の名前等が記載

されるとともに、HISTÓRICO DA CONDUTAという書面が添付

される。申立人は、HISTÓRICO DA CONDUTA において、カ

ルテル参加者やカルテルに関する事実の詳細等を記載し、か

つ、これらに関する証拠を添付する必要がある。HISTÓRICO 

DA CONDUTA の内容が不十分であるとリニエンシー契約の締

結を拒否されることがある。

なお、リニエンシー契約の交渉は非公開で行われる。また、

リニエンシー契約の締結に至らない場合、リニエンシー申請

者が提出した書類はすべて申請者に返却され、かつ、行政手

続きにおいて、申請者が当該事実を自認したとは取り扱われ

ない。また、リニエンシー申請をしたが証拠不十分などでリニ

エンシー契約を締結できない場合でも、CADE から将来的な

調査対象とはしない旨のレターを作成してもらうことも可能で

ある。

■ 2  効果

申請時に CADE が当該事実を把握していない場合、課徴

金の支払いが免除され、かつ、刑事責任も免責される。仮に

CADE が当該事実を把握していた場合でも、課徴金の 3 分の 1 

から 3 分の 2 の軽減を得ることができ、かつ、刑事責任も免責

される。ただし、民事上の責任は免責されないため、リニエンシー

契約を締結することにより、損害賠償請求などの民事上の訴訟

において不利になる可能性があることに留意する必要がある。

なお、グループ会社及び役職員も併せてサインすることで

同様の効果を得られる。

■ 3  アムネスティプラス

ブラジルの競争法においても、いわゆるアムネスティプラス

制度がある。アムネスティプラスとは、あるカルテル（カルテル A）

を自主申告したところ、その事実については先に申告した企業

がいることから免責を受けられない場合において、CADE がい

まだ把握していない別のカルテル（カルテル B）を申告するこ

とができれば、カルテル B については一番に申告したというこ

とで免責を受けられるとともに、カルテル A についても課徴金

の 3 分の 1 の減額を受けられる制度である。

第5　TCC

上述のとおり、リニエンシー契約を締結できるのは最初の通

報者のみであるが、ブラジルの競争法においては、リニエンシー

契約とは別に、Termo de Compromisso de Cessação（以下

「TCC」という。）という制度がある。TCC は、リニエンシー契約

とほぼ同様の制度であり、カルテルへの参加の自認及び CADE

への調査協力を条件に課徴金の割引を受けられる制度である。

割引率は、第 1 位交渉権取得者は 30％から50％、第 2 位交

渉権取得者は 25％から40％、第 3 位以降の交渉権取得者は

25％以下、行政手続きが CADE の審判手続きに移行した後に

TCC の申請をした場合には 15％以下となっている。

TCC は大きく分けて 2 つの種類がある。1 つは行政手続き

において被告となっている法人又は個人のみが締結するもの

で、もう1 つは、グループ会社及びグループ会社の役職員（退

職者含む）をまとめて対象にするものである。後者の場合、課

徴金の 10％を追加で支払う必要があるが、グループ会社及び

グループ会社の役職員（退職者含む）についても、当該会社

及び個人の特定を行うことなしに、行政手続きから免責を受け

られる。後者の方法はリニエンシー契約にはない形式である。

TCC には、カルテルへの参加の自認、課徴金の支払い、

CADE の調査への協力義務、TCC に違反した場合の違約金

の支払い等が定められる。また、リニエンシー契約と同様に

HISTÓRICO DA CONDUTA が添付される。

割引率は、どのような情報を CADE に提供したか、いつ申

請を行ったか等によって決定されるが、CADE はガイドライン

の中で具体的な算定方法を公表している。

なお、TCC の場合は、リニエンシー契約とは異なり刑事責任

（個人のみが対象）は免責されない。TCC の締結にはカルテ

ルの事実を認めることが必要になるため、会社が TCC を締結

したという事実は、個人の刑事手続きにおいて有罪認定のた

めの証拠として利用される可能性がある。そのため、TCC を

締結するに際しては、カルテルに参加した個人との関係を慎

重に検討する必要がある。

TCC においても、リニエンシー契約と同様にアムネスティプ

ラスの制度がある。

 以上
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2016 年 3 月 8 日、フランスにおける外国人の権利に関する

法律第 2016-274 号（2016 年 3 月 7 日）が官報に掲載され

た（以下、「移民法」と称する）。移民法は、不法滞在移民に

対する対策をより実効性のあるものとすることを狙いとしている

が、同時に外国人をフランスに引き寄せるための措置も含んで

いる。移民法の主な改定事項は遅くとも2016 年 11 月 1 日ま

でに発効される予定だが、日本企業の幹部や従業員が最良の

条件の下でフランスに派遣されるため、特に職業上の目的によ

る移住に関する改定事項を予め把握しておくことが重要である。

第1　「才能パスポート（passeport talents）の新設」

CESEDA（外国人の入国、滞在、庇護及び庇護権に関する

法典）（以下「CESEDA」）第 L.313-20 号に関し、最長 4 年を

限度とする「才能パスポート（passeport talents）」と記載さ

れた新しい滞在許可証が次に挙げる対象者などに交付される

（対象カテゴリーは全部で 10 種類ある）。

－ 同一企業間又は同一グループ企業間における任務の一

環として来仏し、フランス国外の企業又はグループにお

いて勤続期間が最低 3 か月以上あり、在フランス企業と

雇用契約が締結されていることを証明する外国人。

－ フランスにおける拠点又は会社において法的代表を務め

る外国人（当該外国人がフランス国外のグループ会社又

は拠点において従業員（salarié）又は会社代表者である

場合）

── 外国法事務弁護士（フランス法） Davy Le Doussal

フランスにおける職業上目的の移
住者に関する規則の改定

新規定の実施条件、特に外国人が証明する報酬額の基準

についてはフランス国務院がデクレ（政令）で定める予定であ

る。なお、滞在許可証の有効期限は最長 4 年で、更新可能

である。

フランスに居住していない外国人は、長期滞在ビザ取得後に

「才能パスポート」が交付される。他方、すでにフランスに居

住している外国人に関しては、在留資格の変更手続きを行うこ

とで「才能パスポート」が交付される。

なお、「才能パスポート」保持者の配偶者については、自身

で選択した就労活動を行うことが可能な「才能パスポート（家

族）」という滞在許可証を取得することができる。

デクレが定める実施条件の下今回新設されるこの有効期限

4 年の滞在許可証は、従来の有効期限が 3 年であった「コン

ペタンス・エ・タラン」に代わる滞在資格であり、会社の代表

としてフランスに一時的に滞在する者にとっては有益な制度と

なるであろう。

第2　「企業内派遣在籍出向者（salarié détaché ICT：

intra-company transfer）用滞在許可証」の新設

同一企業間及び同一グループ間において上級管理職の役

職に就くため、又は派遣元である企業が属するグループのフラ

ンスにおける拠点又は企業において専門知識を提供するため

に来仏する外国人には、派遣元企業での最低 3 か月以上の

勤続期間を証明すれば最長 3 年を上限に就労活動を許可す

る滞在許可証が新設される。

この滞在許可証の対象となるのは、EU 以外の第三国から

直接来仏する就労者及び EU 加盟国から来仏する就労者であ

る。前者に関しては、グループ内出向の場合に取得できた従

来の「企業内転勤（salarié en mission）」に代わるもので、給
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与の条件なしに申請が可能になると思われる（従来はフラン

スの法定最低賃金（SMIC）の 1.5 倍相当が要求されていた）。

後者については、新しい規定において単純に現在の「欧州ブ

ルーカード」に代わるものとなる。

配偶者については、「企業内派遣在籍出向者（salarié 

détaché ICT）（家族）」と記載された複数年有効の滞在許可

証が当然の権利として発行され、就労活動を行うことが可能で

ある。

第 3 　「 企 業 内 研 修 者 I C T（ s t a g i a i r e  I C T：i n t r a -

company transfer）」用滞在許可証の新設

CESEDA　第Ｌ .313-7-2.1 号に従い、管轄行政当局にて査

証を受けた研修協定書（Convention de stage）の枠組みで、

雇用先である企業が属するグループのフランスにおける拠点

や会社において研修を行うために来仏した外国人研修者に対

し、当該研修者がその雇用先での勤続期間が最低 3 か月以

上であること、フランス滞在に足る十分な資力があること、そし

て高等教育修了証書を有していることを証明する場合、当該

研修者に対し一時滞在許可証が発行される。

なお、当該研修者の同行家族に対しては、「企業内研修者

ICT（家族）」と記載された一時滞在許可証が当然の権利とし

て発行され、この滞在許可証を保持する者は就労活動を行う

ことが可能である。

この「企業内研修者 ICT」滞在許可証は、フランスのパート

ナー企業に向けて、研修を目的に従業員を派遣することにな

る企業にとって、その事業分野を問わず有益な制度となってく

るであろう。

第4　国際間役務提供に関する派遣規則の改定

期間の定めのない雇用契約に基づき賃労働を行う、または

期間の定めのある雇用契約もしくは派遣従業員として賃労働

を行うために来仏する外国人に対し、最長 1 年間の労働許可

を与える一時滞在許可証が発行される。前者の滞在許可証

には「従業員（Salarié）」の記載が、後者の滞在許可証には「一

時労働者（Travailleur temporaire）」の記載がなされる。

この滞在許可証は、労働許可申請の対象となる職業および

その就労が行われる地域が、管轄当局が企業組合や労働者

代表らと協議の上作成した「（フランス現地での）人員の採用

が容易ではない職業及び地域のリスト」に記載されているもの

である場合、その雇用状況（現地で人員を採用するのではなく、

国外から従業員が派遣されること）について異議を唱えられる

ことなく、滞在許可申請者に発行される。

今後、フランスの労働局外国人労働課に対し出される通達

において、労働許可申請の対象となる業務の専門性について

も、雇用状況について異議を唱えられない要因の一つとして

規定されるかどうかに注視する必要があるだろう。かかる規定

がない場合、日本の企業によるフランスの顧客企業への役務

提供は複雑なものになるだろう。

第5　法的概念として『出張』を認める動き

労働法典に新たに盛り込まれたＬ .5221-2-1 号により、デク

レにて定められたリストに記載の分野で、3 か月以下に相当す

る期間の賃労働を行うため来仏する外国人については、行政

当局の査証を受けた雇用契約書もしくは労働許可証の取得の

義務はなくなる。

現状としては、多くの外国人が労働許可申請をせずにフラン

スに赴いていたとはいえ、それでもなお、一時労働許可証の

取得義務はある。

制度の悪用を避けるため、今後も引き続き管轄当局による

労働審査は行われるだろう。フランスの代理人指名や事前派

遣申告などの従業員の派遣に先立って行うべき手続がなされ

ていない場合、すぐさま規定違反とみなされる可能性がある。

労働許可申請を免れる目的で 3 か月未満の短期滞在を連続

して複数回行っていることが確認された場合、制度の濫用とし

て罰則が適用される可能性もある。

以上の新規定は、2016 年 11 月 1 日までに発効することに

なっている。そのため、デクレ、施行に関する通達その他手続

きに使用する新書式などについての公式発表に注意し、でき

る限り申請手続の支障や遅延を来さないよう対応することが重

要である。

 以上
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第1　はじめに

EU において、EU 域内の個人に関する個人情報の収集・処

理を規制する一般データ保護規則（General Data Protection 

Regulation、以下「GDPR」という。）が 2016 年 5 月 24 日に

成立し、2018 年 5 月 25 日から施行されることになる
（1）

。この

GDPR は、2012 年の欧州委員会からの提案以来、長期間の

議論を経て、ようやく成立したものである。この GDPR の成立は、

世界中のビジネスにも大きな影響を与えるものであり、グロー

バル展開をしている日本企業にとっても例外ではないものと思

われる。

GDPR の規定する内容は多岐にわたるが、本稿では、紙面

の許す限り、GDPR の概要について触れるとともに、日本企業

に対する影響について若干の考察をしたい。

第2　現行制度とGDPR下での個人情報保護スキーム

の違い

現在は、EU においては、1995 年データ保護指令（95/46/

EC）（以下「現行指令」という。）が存在していたが、同指令は、

国内法的効力を有しないため、EU 各国が同指令の内容に従う

形で国内法を定めている。したがって、現在は、EU 各国におい

ては個人情報保護の仕組みは、概ね似通っているものの細か

い部分で国ごとに異なる規定となっており、各国法を遵守する

ためには国ごとの規制の調査が必要であり、煩雑であった。しか

しながら、GDPR は、EU 各国において直接法律として効力を有

するものであるため、GDPR 施行後は、EU 各国の規制は統一さ

れることになり、この点は、企業にとって歓迎してよいと思われる。

第3　定義等

GDPR において、個人データとは、識別された、又は識別さ

れうる自然人に関する情報であるとされており、識別されうる者

とは、とりわけ、氏名、個人識別番号、位置データ、オンライ

ン識別子、又は身体的、生理的、遺伝的、精神的、経済的、

文化的若しくは社会的アイデンティティに特有な 1 つ以上の要

素を参照することによって、直接又は間接に識別することがで

きる者をいうとされている（4 条 1 号）。この概念は、現行指令

とそれほど変わっていないが、位置データやオンライン識別子

（IP アドレスやクッキーが考えられる。）が個人データとして文

言上追加されている点に特徴がある。

また、特別なカテゴリーの個人データ（いわゆるセンシティブ

情報）は、原則として取得してはならないこととされ、通常の個

人データと比較して厳格な取扱いが求められるが、当該情報類

型には、遺伝子データや生体認証データも含まれている（9 条）。

第4　域外適用

日本企業にとってもっとも重要な規定が域外適用に関する

規定である。

GDPR は、原則として、EU 域内において拠点を有する管理者

（controller）又は取扱者（processor）の活動に関連して行わ

れる個人データの取り扱いに適用されるが（3 条 1 項）、以下の

いずれかに該当する場合には、EU 域内に管理者又は取扱者の

事業所がない場合であっても域外適用されることとされている。

① EU域外に拠点を有する管理者又は取扱者によるEU域内に居住する本人に対す
る商品やサービスの提供に関して個人データを取り扱う場合（3条2項（a））

② EU域外に拠点を有する管理者又は取扱者がEU域内に居住する本人のEU域内
における行動の監視に関して個人データを取り扱う場合（3条2項（b））

この点、①の該当性判断にあたっては、企業が EU 域内の

個人に商品やサービスを提供することを意図しているかが重

要であり、単に EU 域内の個人がウェブサイトにアクセスできる

だけでは、EU 域内の個人に商品やサービスを提供しているこ

とにはならない。EU 域内の国の言語や通貨により商品・サー

ビスの提供を受けられることや、EU 域内の顧客について言及

している等の複数の要素の総合判断によって決まることになる

とされる（前文 23 項）。

また、②の該当性判断にあたっては、個人に関する決定を

行い、又は個人の嗜好、行動及び態度を分析・予測する目的

でプロファイリングする等、個人をインターネット上で追跡して

いるかが重要であるとされる（前文 24 項）

また、上記 3 条 2 項に基づき、GDPR が域外適用される場

合には、その管理者又は取扱者は、原則として、EU 域内にお

ける代理人を指名しなければならない（27 条）。

第5　データ取り扱いの原則と説明責任

GDPR においては、個人データ取り扱いの原則として以下

── 弁護士 村上諭志

EU一般データ保護規則の成立と日
本企業の留意点
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の原則が定められており、さらに、説明責任の原則が追加され

た。これにより、企業は、これらの原則の遵守について立証す

る責任を負うことになる（5 条 2 項）。

個人データ取扱原則

① 適法、公平、かつ透明性のある方法で取り扱うこと

② 特定の、明確かつ適法な目的で収集され、それらの目的でのみ取り扱うこと

③ 取扱いの目的が適切で関連性があり必要最小限に限定されていること

④ 正確かつ最新であること、不正確な個人データは遅滞なく削除又は訂正すること

⑤ 取扱いの目的に必要な期間以上、本人を識別可能な状態で保管しないこと

⑥ 個人データの適切なセキュリティが確保される方法で取り扱うこと

なお、現行指令に基づくEU 各国法の下では、個人データ

取扱いに関して、各国の当局に登録が求められる場合があっ

たが、GDPR においては、登録は要求されておらず、代わりに

データ取扱いに関する所定の項目についての記録作成・保存

義務が規定されている（30 条）。

第6　セキュリティ

GDPR は、企業が個人データの漏えいを認識した場合、

認識から 72 時間以内に、影響のある本人の数、個人デー

タの項目等を含む漏えい事故の詳細、連絡先、考えられる

影響、影響を緩和するための方策を含む対応策等を当局に

通知しなければならず、また本人にも遅滞なく同様の項目を

通知しなければならないと定めている（33 条、34 条）。し

たがって、今まで以上に漏洩時の迅速な初動対応が求めら

れることになる。

また、GDPR においては、データ保護影響評価の実施が求

められたり（35 条）、データ保護オフィサーの選任が求められ

る場合もある（37 条
（2）

）。

第7　取扱者の義務

現行指令においては、規制を受ける主体は、主に個人デー

タの取扱いの目的と手段を決定する管理者であり、管理者の

代わりにデータを取り扱う取扱者（典型的には、個人データ

の取扱の委託先が想定される。）は、法律上の直接の義務主

体とされていなかった。GDPR においては、このような取扱者

についても、データ取扱いに関する記録作成・保存義務（30

条）、セキュリティの安全管理措置義務（32 条）、漏えい時

の管理者に対する通知義務（33 条 2 項）、域外移転の原則

禁止（46 条）等に関して、直接義務を課す規定が追加され

ている。

第8　域外移転

EU でのビジネスを行う日本企業にとって、現行指令の中で

もっとも影響のあった規制が域外移転規制である。現行指令

は、十分なレベルの保護措置を確保していない第三国への個

人データ移転を原則として禁止している。この点、日本は、現

時点において、欧州委員会から十分なレベルの保護措置を

有していると認められていないことから、EU から日本への個

人データ移転は原則として禁止されており、移転が許容され

るための措置を講じる必要がある。この措置の中でよく利用さ

れているのが、Standard Contractual Clauses（標準契約条

項、SCC）と言われる契約を EU 域内からデータを輸出する者

と EU 域外でデータを輸入する者との間で締結する手法であっ

た。この基本的な枠組みは、GDPR においても維持されており、

SCC を締結する手法は依然として有効であるが、その他の方

法が追加されている。

まず、グループ企業間でデータ移転に関する企業方針を

定める内部行動規範を定める手法である Binding Corporate 

Rules（拘束的企業準則、BCR）が GDPR に明文化され、デー

タ保護当局の承認を得た BCR を導入している場合には、個

人データの域外移転が可能とされる（47 条）。現行指令下に

おいても、BCR の手続は存在したが、必要とされる承認手続

のルールが各国で異なり承認取得が煩雑であったことから、あ

まり利用されていなかったが、GDPR においては主たる監督

機関が GDPR による統一的なルールのもとで承認することにな

り、その利用促進が期待されている。また、当局に承認された

行動規範を遵守している企業（46 条 2 項 e、40 条）や、適

切な安全管理措置を受けていることの認証を受けた企業に対

する移転を許容する制度（46 条 2 項 f、42 条）も新設され、

注目されている。もっとも、これらの制度の運用については、

その利便性等についてまだ不透明であるので、当面は、従前

の SCC を締結することによる域外移転の仕組みが引き続き利

用されるものと予想される。

第9　本人の権利

GDPR は、本人に、以下の権利を認めている（※は GDPR

において新設された権利。）。
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とは大きく異なると言わざるを得ない。特に、EU の消費者に

対してサービスを提供している日本企業にとっては、GDPR が

域外適用される可能性があるため、GDPR への対応を検討す

る必要があろう。そのためには、まずは、自社の個人データの

取り扱いの態様を確認し、GDPR の適用可能性を検討した上

で、適用があると考えられる場合には、GDPR 遵守のために一

つ一つ体制を構築していく必要がある。日本の改正法対応と

相まって、少なくとも2018 年までは個人情報保護法対応は企

業の大きなトピックになるものと思われる。

 以上

（1）	http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf
（2）	いずれの規制も類型的にプライバシー侵害のリスクが高い一定の場合に限定されているた

め、すべての企業に要求されているわけではない。
（3）	忘れられる権利は、削除権として現行指令においても認められていたが、GDPRにおいては、

“Right	 to	 be	 forgotten”との用語が明記され、権利の内容が再構成された。なお、日本で
は、検索結果の削除に関して忘れられる権利の用語が用いられるが、GDPR上の権利は、そ
のような場合に限定されていない。

（4）	ここにいうプロファイリングとは、個人を評価するための自動処理手段、特に、業績、経済状
況、健康、個人的嗜好、興味、信頼性、行動、位置、移動などを分析又は予測するための自動
処理をいう（4条4号）。

アクセス権（15条） 自己の個人データに関する所定の情報を取得できる権利

訂正権（16条） 不正確な個人データを訂正する権利

削除権、忘れられる権利

（17条
（3）

）	※

管理者に自己の個人データの削除を求める権利、及び、管理
者が自己の個人データを他者に公開している場合に当該開
示先に対して削除要請を通知するよう管理者に求める権利

データポータビリティに
関する権利（20条）※

自己の個人データについて管理者から電子的共通フォーマッ
トで受け取る権利及び第三者に移動させる権利

異議申立権（21条） 自己の個人データの取扱いについて異議を述べる権利

自動処理決定の制限
（22条）

プロファイリング
（4）
を含む、個人への法的効果又は重大な影響

をもたらす自動決定に基づく決定に服さない権利

第10　制裁

GDPR の大きな特徴として挙げられるのが、違反に対する

強力な制裁である。GDPR のもとでは、違反する項目によって、

最大で、①企業の全世界年間売上高の 2% 以下又は 1000

万ユーロ以下のいずれか高い方、②企業の全世界年間売上

高の 4% 以下又は 2000 万ユーロ以下のいずれか高い方の

制裁金が課されうることになる（83 条）。

第11　日本企業への影響

日本においても昨年の 9 月に個人情報保護法が改正され、

来年の 9 月までには改正法が全面施行されることになる（現

時点では施行日は未定。）。この改正法は、諸外国の個人情報

保護法制とのハーモナイゼーション、特に、EU における十分

性認定の取得を視野に検討されていることから、GDPRとの共

通点もあるものの、やはりGDPR の規制は、前述の通り日本法

【主な取扱分野】
一般企業法務	/	商標	/	著作権	/	メディア	/	エンタテインメント	/	
スポーツ	/	 IT・通信	/	知財訴訟・審判	/	 IT・通信	/	消費者関連
法	/	不正競争	/	景品表示法	/	その他国際法務	/	エマージング・
カンパニー

【登録、所属】
東京弁護士会（2007）	/	
ニューヨーク州（2014）

弁護士

村上諭志 
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第1　TPP協定とは

TPP 協定は、アジア太平洋地域 12 か国
（1）

が参加する包括的

な経済連携協定であり、平成 28 年 2 月 4 日に協定文書に署

名がなされました。TPP 協定によって、モノの関税だけでなく、

サービス、投資の自由化が促進され、アジア太平洋地域の市

場の活性化につながるとされています。著作権を含む知的財

産権についても、TPP 協定の一部として検討がなされており、

今般の改正法案提出へとつながっています。

改正案
（2）

は、2016 年 3 月 8 日に国会に提出され、審議され

ましたが、継続審議となり次期臨時会にて引き続き審議がな

される見込みです。

TPP 協定の交渉中は、ネット上でも保護期間の延長や非親

告罪などは特に様々な議論がなされていたところですが、改正

法案の内容としては、そうした議論も踏まえた上で、“ 着地点 ”

を見出した内容になっているように思います。

第2　著作物等の保護期間の延長

これまで著作権法上の保護期間は、原則著作者の死後 50

年とされていましたが、改正案では著作者の死後 70 年となり

ました。その他の延長も含め、以下のとおり、変更されます。

種　類 現行法 改正案

著
作
物

原則 著作者の死後50年 著作者の死後70年

無名・変名 公表後50年 公表後70年

団体名義 公表後50年 公表後70年

映画 公表後70年（※） 公表後70年（※）

実演 実演が行われた後50年 実演が行われた後70年

レコード レコードの発行後50年 レコードの発行後70年

環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案の概要
（著作権法関係）より引用

映画の著作物の保護期間は、すでに公表後 70 年とされて

いますので（著作権法 54 条第 1 項）、すでに TPP 協定上の

義務を果たしているという整理がなされています。

なお、放送事業者等の権利の保護期間については、TPP

協定上定めがないこと、諸外国においても多くが 50 年として

いることなどから70 年に延長することについては見送られてい

ます（著作権法 101 条第 2 項第 3 号、第 4 号）。

── 弁護士 小坂準記

TPP協定と著作権法改正 また、戦時加算の解消については、今般の TPP 協定の交

渉において、戦時加算の解消に向けて、日本と TPP 交渉参加

国のうち戦時加算対象国との調整がなされましたが、残念な

がら、戦時加算の解消は実現しませんでした。

第3　非親告罪化

非親告罪化については、被害者である権利者の告訴なく検

察官が起訴できることによって、コミケをはじめとする二次創作

に多大な影響があるのではないか、という懸念がネット上でも

示されていました。

改正案は、以下のすべての要件を満たす場合に限り、親告

罪から非親告罪の対象とするとしています。

（1）	対価を得る目的又は権利者の利益を害する目的があること
（2）	有償で公衆に提供又は提示されている著作物等（有償著作物等）について原作の

まま譲渡・公衆送信又は複製を行うものであること
（3）	有償著作物等の提供・提示により得ることが見込まれる権利者の利益が不当に害

されること

具体的な例として、政府は、販売中の漫画や小説本の海賊

版を販売する行為や映画の海賊版をネット配信する行為を非

親告罪の対象となることを明示し、漫画等の同人誌をコミケで

販売する行為やパロディをブログに投稿する行為は親告罪の

ままである旨明記しています。

国会において、安倍総理が二次創作、同人誌は非親告罪

の対象外と答弁を行ったことも考慮すると、これらについて非

親告罪として取り扱う運用はおよそ考えられないと思いますの

で、改正案によれば、懸念されていたコミケやパロディへの影

響は、極めて限定的であると思います。

第4　アクセスコントロールの回避等に関する措置

■ 1  改正案の全貌

改正案は、新たに「技術的利用制限手段」という定義を以

下のように設けています。

電磁的方法により、著作物等の視聴（プログラムの著作物にあつては、当該著作物を
電子計算機において利用する行為を含む。以下この号及び第113条第3項において
同じ。）を制限する手段（著作権者、出版権者又は著作隣接権者（以下「著作権者等」
という。）の意思に基づくことなく用いられるものを除く。）であつて、著作物等の視聴に際
し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード若しくは放
送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、若しくは送信す
る方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放
送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信
する方式によるものをいう。
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最近では、CD では販売せず、配信限定で販売されている

ものが増えてきています。例えば、最近では、福山雅治さんの「何

度でも花が咲くように私を生きよう」は、デジタルシングルとし

て配信だけの販売でした。最初は、とうとうCD が売れなくなっ

てきて福山さんですらCD で販売できない時代が来たのか、と

勘繰ってしまいましたが、「何度でも花が咲くように私を生きよう」

の売上は好調だったようで、あえて CD では販売しないという

戦略的な取り組みの一つということだったのでしょう。

■ 2  商業用レコードの定義

こうした配信限定音源は、著作権法上の「商業用レコード
（3）

」（著

作権法第 2 条第 1 項第 7 号）に該当しません。すなわち、商

業用レコードは、「複製物」と書いてありますので有体物を指し

ています。そのため、CDとか録音テープ、オルゴールなどは

該当しますが、配信限定のデジタルシングルが保存されてい

るサーバーはこれには該当しないことになります。

以上のようにデジタルシングルは、著作権法上の「レコード」

に該当するものの「商業用レコード」に該当しないと整理され

ます。

■ 3  配信音源の二次使用に対する使用料請求権の付与

著作権法上、商業用レコードについては、文化庁長官が指

定する団体（ここでは芸団協とレコード協会）が、放送事業者・

有線放送事業者に対し、二次使用料を請求することができる

とされています（著作権法第 95 条、同第 97 条）。

他方、商業用レコードではない配信限定音源については、

二次使用料を請求することができないという不均衡が生じてい

ました。

改正案では、こうした不均衡が是正され、配信限定音源で

あっても二次使用料が請求できるようになったということになり

ます。今後は、芸団協、レコード協会を中心に関係当事者と

協議の上、どのような徴収の仕組みとするのか議論されるので

はないでしょうか。

第6　法定損害賠償

TPP 協定の交渉の終盤になってにわかに議論が盛んになっ

た法定損害賠償制度の導入ですが、結局は、以下のような形

に落ち着きました。

侵害された著作権等が著作権等管理事業者により管理されている場合は、著作権者
等は当該著作権等管理事業者の使用料規程により算出した額（複数ある場合は最も
高い額）を損害額として賠償を請求することができる（著作権法第114条第4項）

色々な紆余曲折を経て、このような条文になったものと推察

これまでの「技術的保護手段」の定義もそうですが、一読し

て理解できる人がいたら天才です。「若しくは」が、8 回登場し

ています。条文を作成するという作業は、苦痛と悩みを伴う作

業であり、私が作成してもこのような条文になったのかもしれま

せんが、とても難解な条文です。ざっくりとしますが、少し噛み

砕いてみましょう。

（1）	電磁的方法により、著作物等の視聴を制限する手段であって、
（2）	著作物等の視聴に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を音・影像

とともに記録媒体に記録・送信する方式（信号付加型）
（3）	又は当該機器が特定の変換を必要とするよう音・影像を変換して記録媒体に記

録・送信する方式（暗号型）

こうしてみると「信号付加型」と「暗号型」の 2 つの方式を

含む概念として定義されたのが「技術的利用制限手段」であ

ることがわかると思います。

■ 2  不正競争防止法との比較

この条文、実は不正競争防止法 2 条 7 項で定義されている

「技術的制限手段」と似ています（不競法の方が「若しくは」

が少ないです。）不正競争防止法では「技術的制限手段の効

果を妨げることにより可能とする機能を有する装置」等を譲渡

したりする行為が不正競争行為として違法になるとされていま

すが、著作権法では、装置等の譲渡に限らず、単純に回避す

る行為も侵害とみなされるとされています。

そのため、いわゆるマジコンと言われるゲーム機本体にセ

キュリティを施すとともに、正規のゲームソフトにそのセキュリ

ティに適合する信号を付し、その信号によりゲームを起動させ

る技術を回避する行為（信号付加型）や、不正 B － CAS カー

ドが問題となっている放送番組のスクランブルを解除する機

器等を用いて、スクランブルを解除して有料放送を視聴する

行為（暗号型）は、著作権法上も侵害になり得ることになります。

■ 3  侵害かどうかは個別判断？

ただ、必ずしもすべての回避行為が著作権侵害とみなされ

るわけではなく、「技術的利用制限手段に係る研究又は技術

の開発の目的上正当な範囲内で行われる場合その他著作権

者等の利益を不当に害しない場合」（著作権法 113 条第 3 項）

は、侵害とみなされません。

そして、この「目的上正当な範囲内」というのがどのような

範囲なのかは解釈に幅のある文言ですので、個別具体的な事

案ごとに侵害かどうか判断されることになろうかと思います。

第5　配信音源と二次使用料

■ 1  配信限定のデジタルシングルの時代
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されますが、実務的には、これまでも訴訟で同様の主張を原

告は行っており、それが裁判所において認められないというこ

とは少なくとも私の記憶ではないので、改正案は確認的な規

定に留まる性質のものではないかと感じています。

このような形で、法定損害賠償制度導入論も決着がつく見

込みですので、実務的には改正案は、さしてインパクトがある

わけではないように思います。

第7　施行日

実は、TPP 協定に伴う著作権法改正において、重要なのは

以外にも施行日だったりします。通常の法改正ですと、法案成

立の翌年 1 月 1 日施行というのが多いのですが、今回は「TPP

協定が日本国において効力を生ずる日」を施行日としていま

す。これは、TPP 協定の締結に伴う改正事項が、国際的な制

度標準となることが考慮された事項であることや、日本だけ先

行して施行することに利用者団体から強い懸念が示されたた

めです。

では、TPP 協定は、いつ発行するのでしょうか。TPP 協定

の発効については、2 段階に分けて整理されています。

（1）	全ての原署名国が国内法上の手続を完了した旨を書面により寄託者
（4）

に通報した
日の後60日で発効する。

（2）	仮に、署名後2年以内に全ての原署名国が国内法上の手続を完了した旨を通報
しなかった場合には原署名国の2013年のGDPの合計の少なくとも85パーセント
を占める、少なくとも6か国が国内法上の手続を完了した旨を通報することで発効
する
（5）

このように、例外はあるものの原則としてすべての署名国に

よる国内法上の手続きの完了を要求しています。

したがって、TPP 発行前に著作物の保護期間が満了してし

まえば、改正法案の文言上は 70 年に延長されるはずだったに

も拘わらず、保護期間延長の恩恵を受けることができないこと

になりますし、配信音源の二次使用に対する使用料請求権も

改正法が施行されてからでないと行使できないことになります。

最悪の場合、米国の選挙動向など国際情勢によっては、改

正法案が施行されないということも理論上はあり得るので注意

が必要です。

 以上

（1）	シンガポール、ニュージーランド、チリ、ブルネイ、アメリカ、オーストラリア、ペルー、ベトナム、マ
レーシア、メキシコ、カナダ、日本の12か国。

（2）	新旧対照表：http://www.cas.go.jp/jp/houan/160308/siryou4.pdf。著作権法は、本
文頁番号で108頁以下、PDFの頁番号で109頁以下となります。

（3）	著作権法上、「商業用レコード」とは、市販の目的をもつて製作されるレコードの複製物をいい、
「レコード」とは、蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの（音を専ら影像と

ともに再生することを目的とするものを除く。）をいうと定義されています。
（4）「寄託者」とは、ニュージーランド政府を指します。
（5）	署名後2年以内に上記85パーセント、6か国の要件が満たされる場合には署名後2年の期

間の満了後60日で、署名後2年以内に同要件が満たされない場合には同要件が満たされた
日の後60日で、それぞれ発効します。

【主な取扱分野】
IT・通信	/	メディア	/	エンタテインメント	/	スポーツ	/	
意匠	/	商標	/	特許	/	ブランド	/	知財訴訟・審判	/	
著作権	/	一般企業法務	/	知財トランザクション	/	知
財戦略支援

【登録、所属】
東京弁護士会（2008）	/	著作権法学会	/	
日本スポーツ法学会	/	NPO法人エンター
テインメント・ロイヤーズ・ネットワーク	/	「知
的財産管理技能検定」技能検定委員

弁護士／
元文化庁長官官房著作権課著作権調査官

小坂準記 
（1981年生）

Junki Kosaka
直通／	 03-6438-5367
MAIL／	 jkosaka@tmi.gr.jp
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第3　各論（承前）

Newsletter vol.26 では、ロボットの本質的要素や、ロボット

に関する基本理念、ロボットと倫理問題について触れた。本号

では、ロボットが提示する法律問題として現状議論されている、

あるいは想定され得る各論的な問題を、責任の分配、プライ

バシーの問題を中心に簡単に取り上げたい。本稿は、個別の

問題につき結論を追求するものではない。意見にわたる部分

は筆者の私見である。

■ 1  責任の分配
（1）

2016 年 4 月 1 日開催の We Robot2016
（2）

では、2013 年時

点のアンケートの結果として、We Robot 参加者の最も関心の

高いロボットと法に関する問題が、ロボットによる問題行動が

あった場合の法的責任の所在と考え方であることが示された
（3）

。

ロボットの Emergent な言動によって生じた損害を誰にどのよ

うに帰責するかという問題である。

例えば、ショッピングモールが所有する警備用ロボットが、

モール内において、買い物中の幼児 A を認知できず、誤って

ぶつかってしまい、その後信じがたいことに繰り返し幼児に激

しく衝突し、幼児がロボットの躯体との衝突と転倒により擦り傷

等の軽傷を負ったという事例を考える
（4）

。幼児は、生じた損害に

つき、誰に対して損害賠償ができるだろうか、それともできな

いだろうか。

ショッピングモールに対しては、民法の不法行為に基づく損

害賠償請求を行うことが考えられるが、ロボットの誤作動が、

当時の技術水準に照らして、真に全く予測できないと認定され

た場合には、予見可能性がないとの理由で、ショッピングモー

ルの過失の主張は認められない可能性が高い。

製造事業者に対しては、製造物責任法に基づく損害賠償請

求も考えられる
（5）

。製造物責任法に基づく請求をするためには、

請求者は、ロボットの欠陥、及びこれと損害との因果関係を立

証する必要がある。一般に過失の立証よりは容易かもしれな

いが、ロボットが様々なソフトウェアにより制御されており、かつ、

ネットワーク化していることも踏まえると、欠陥及び因果関係の

立証には一般的にはやはり困難が伴うことが想定される
（6）

。

以上と異なり、自動運転車による交通事故の場合には、自

賠法 3 条に基づく損害賠償請求がオプションとして加わる。

例えば、ハンドルやブレーキペダルのないいわゆるレベル

── 弁護士 波多江崇

ロボット法について（2） 4 の完全自動運転車が、停止した状態から、ウインカーを点

滅させ、左車線に移動しようとした際、左後方から人間の運転

によるバスが接近していたが、完全自動運転車を制御する AI

が、このバスの速度が若干落ちたために道を譲ってくれると誤っ

て判断して左車線に入ったところ、後ろから直進してきたその

バスと接触して乗客が転倒し負傷した、という事例を考える
（7）

。

事故の一方当事者が完全自動運転車のこのケースで、バスに

生じた損害は、誰が賠償する責任を負うだろうか。

ハンドルやブレーキペダルがない、つまり、自動車を停止さ

せる手段を持たない自動運転車の搭乗者に過失に基づく責任

を負わせることは難しいだろう。法は不可能を強いることはで

きない（結果回避可能性がない）からだ。

それでは自動車の所有者はどうか。所有者に対しても、現

行法下では、過失原理に基づく損害賠償責任を導くことは難し

いと思われるが、人身事故のケースに限っては、自賠法 3 条

に基づく運行供用者の責任を追及できる可能性が高い
（8）

と思わ

れる。

以上のほか、自動運転車に関しては、ネットワークや通信の

不具合による事故が生じた場合はどうか。完全自動運転車どう

しの事故だった場合、過失相殺はどのように判断されるべきか

など、問題は多いが、こうして検討してみるとロボットによる事

故に関する損害賠償請求について、一般的な問題点として認

識されるのは、① Emergent な性質により、過失が認められに

くい、②複数のソフトウェアにより制御されており、かつ、ネッ

トワークとつながっているため、欠陥や因果関係の立証に困

難が伴いやすい
（9）

、③その結果、被害者の救済が後退するお

それがあるという点だと思われる。

それでは、ロボットによる事故の責任の分担に関して、どの

ように対処していくべきだろうか。

2016 年 4 月 7 日、警察庁は、自動走行の制度的課題等に

関する調査研究報告書を公表した
（10）

。そこでは、今後の自動運

転走行実験及び最終的な自動運転車の普及を見据え、法律

上・運用上の課題が整理されているほか、公道実証実験のた

めのガイドライン案が示されている。これは、日本における自

動運転車の普及の準備として重要な一つのステップだといえ

るが、法的な責任については、いわゆるレベル 3
（11）

までの自動

運転では、「民事・刑事上の責任に関しては、現状のとおり故

意または過失が判断されることになる」と説明され、被害者の

立証の困難性・補償の遅れの危険に言及されている程度であ

る。完全自動運転車によって生じる新たな法的な責任に関す

る問題については、具体的な方向性が示されているとはいえ

ない。
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現行法を前提にすると、裁判所による立証責任の緩和や、

過失原理に基づかない特殊な法理（例えば、民法 717 条の

工作物責任
（12）

や 718 条の動物占有者の責任）又はこれらの類

推適用に基づく処理が考えられる
（13）

。また、強制保険である自賠

責保険と連動した自賠法 3 条の運行供用者の責任の仕組み

は、ロボットに持ち込むことができる余地があり得る
（14）

。インター

ネット法の分野では、名誉棄損等の表現行為の被害者の救済

と表現の自由の確保等の目的で、情報流通の媒介者を一定

の要件下で免責すること等を内容とするプロバイダ責任制限

法が新たに施行されたが、このような特有の新法による対処法

も検討されるかもしれない
（15）

。

このように、責任の分担に関しては、そもそも現行の法体系

内で対応すべきか、それとも新たな法令が必要か、といった

そもそもの点から見解の相違がある。

■ 2  プライバシー

ロボットによって生じるプライバシーの問題の背景として、ロ

ボットの、可動性、情報収集の継続性という性質が挙げられる。

前者については、ドローンを考えると分かりやすい。航空法

では、平成 27 年 12 月より、一定の重量以上のドローンにつ

き、国土交通省航空局に対する事前の許可・承認が必要とさ

れているが、これは主として安全確保の趣旨に基づく規制だと

考えられる。これに対し、例えば、ドローンが上空から私人の

敷地内又はマンションの居室内の映像を撮影等する行為につ

いては、各都道府県の迷惑防止条例等の条例は別論、直接

的に規制する法令はないと思われ、現状、総務省の「ドロー

ン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガ

イドライン
（16）

が存在する程度である。現行法下でも、グーグルス

トリートビュー判決
（17）

によれば、高層マンションの居室内をドロー

ンを用いて撮影したり、壁や垣根を超えて私有地上空にカメラ

付きドローンを飛行させたりした場合には、社会生活上の受忍

の限度を超えて不法行為が成立する可能性があるほか、ドロー

ンを用いた捜査が令状を要する強制捜査かといった問題点が

あると考えられるが、やはり新しい法令による規制又は明確化

が必要だろう
（18）（19）

。千葉市で今年の4月から実施されている、ドロー

ンによる宅配サービスの実証実験からも、規制の必要性が浮

かび上がるかもしれない。

また、プライバシー又は個人情報の保護に関しては、例え

ば家庭用ロボットや自動運転車等が、24 時間個人情報を取

得し続ける、あるいは居宅内の情報をくまなく取得し得るのに

関して、ロボットの普及を妨げない方法で、どのように個人情

報の取得につき同意を得たり、利用目的の通知をしたりできる

かという問題がある。この点については、基本的に現在の法

規制の延長線上で議論できそうであるが、個別の問題への対

処は容易ではない
（20）

。

■ 3  その他の問題

以上のほかにも、ロボットや人工知能が提示する法的な問

題は、多岐にわたる。

まず、「人と物」に関わる問題である。現行法体系は、人と物（動

物を含む）を厳然と区別する前提に立っているが、認知科学

又は社会学の観点から、人間を模し、一定の Emergent な行

動を行うソーシャル・ロボットに関しては、物に対するのとは明

らかに異なる受け止め方が我々に生じることが指摘されており
（21）

、

一定のロボットがただの物とは異なる保護の客体となる可能性

があるし、法人のように何らかの権利主体性が認められるべき

ではないかとの議論も活発だ
（22）

。

刑法又は民法上は、ロボットに対する正当防衛や緊急避難

の問題が生じるだろう。また、いわゆるトロッコ問題として論じ

られている問題も、刑法上の議論に引き付けて論じることも可

能である
（23）

。

ロボットや人工知能を介した取引にも、特有の問題が生じ

ると考えられる。例えば、表見代理等の表見法理や、錯誤の

ような意思表示法の適用の有無が検討されるかもしれない。

また、金融庁は、アルゴリズム取引又は超高速取引（HFT; 

High Frequency Trade）の規制の検討を開始した。

また、AI 又はアルゴリズムが作成した文章が、著作権法の

保護を受けるかという問題が、現在内閣府知的財産戦略本部

で検討が進められている
（24）

ほか、特に米国では、AI による表現

行為が表現の自由の保障を受けるかという議論が活発 だ
（25）（26）

。

消費者保護／不公正な取引等も問題になり得るだろう。ロ

ボットは、有用な広告チャンネルとなり得るため、特有の規制

が必要となることが考えられるし、また、例えば、Newsletter 

vol.26（脚注 17）で触れたロボットの「オズの魔法使い」的

な使用は、禁止されるべきか、そしてその根拠は何かという問

題があり得る。現在の法令でいえば、消費者契約法や景表法

や特商法等の消費者保護法規制の対象となり得る、あるいは

対象とするべく議論がなされ得るだろう
（27）

。

さらに、テレイグジスタンス技術
（28）

は、労働法制に変更を強い

る可能性が高いし、入国管理法制に重大な変容を求めること

になるとの指摘もある。もちろん、労働力がロボットに代替され

ることによる労働政策の問題は生じるだろうし、所得税法のあ

り方にも影響を及ぼすだろう。

このほか、人型ロボットの外観と差別の問題（例えばロボッ

トの肌の色や性別に関する議論）、ロボットや人工知能を用い

た法の執行に関する問題（例えば取調べへの人工知能の活
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（3）	 William	D.	Smart,	What	do	We	Really	Know	About	Robots	and	the	Law?	(Draft	
of	March	24,	2016)
(http://robots.law.miami.edu/2016/wp-content/uploads/2015/07/Smart-
robots-law.pdf)

（4）	 これは、2016年7月7日に米国で実際に起こった事例をもとにしている。なお実際の事例で

は、過去にも同様に人間を認識せずに衝突する事故が発生していたようであり、そうであれ

ば、予見可能性が認められ、ショッピングモール側に過失が認められる可能性はある。
（5）	 もちろんこのケースでは、周囲の人間の認知機能等をつかさどるソフトウェアのベンダーに過

失があったとして、ベンダーを訴えることも考えられる。しかし、製造事業者の過失以上に、ベ

ンダーの過失を立証することは難しいだろう。なお、ソフトウェアそのものは製造物責任法上

の「製造物」に該当しない（青森地判平成13年2月13日等）が、ハードウェアに組み込まれ

た製品は、動産として、製造物責任法の適用があるし、ソフトウェアの仕様、不具合や性状

が原因でソフトウェアを組み込んだ製造物に起因する事故が生じた場合には、ソフトウェア

部分の仕様や性状が製造物全体の欠陥となり得る。
（6）	 製造物責任に基づく請求に対しては、販売時の科学技術の知見によっては欠陥が認識で

きなかったとして、製造事業者側の開発危険の抗弁（製造物責任法4条1号）が認められ、

Aの請求が認められない可能性はあるが、この抗弁は非常に厳格に解釈されている。また、

製造物責任訴訟その他の裁判例においては、事案に応じ、原告の立証責任を緩和するも

のも散見される（例えば、「原告は、欠陥の存在を主張、立証するために、当該製造物を適正

な使用方法で使用していたにもかかわらず、通常予想できない事故が発生したことを主張、

立証することで足り、それ以上に欠陥の部位やその態様等を特定した上で、事故が発生す

るに至った科学的機序まで主張立証すべき責任を負うものではない。」と述べた。東京地判

平成24年1月30日等）。
（7）	 これは、2016年2月14日に、Googleの自動運転車が関与した実際の事故の事例をもとに

している。
（8）	 被告は、①自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、②被害者又は

運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと、③自動車に構造上の欠陥又は機能

の障害がなかつたことの全てを証明した場合に限り、賠償責任を免れることができる。一般

に、この立証は非常に難しく、実際上は無過失責任に近い。
（9）	 これは、Newsletter	 vol.26で触れた、電気信号又はコードに過ぎないデータが実世界で物

理的な損害を与えるというロボットの特徴だと言うこともできる。
（10）	https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/jidosoko/kentoiinkai/report/honbun.

pdf
（11）	加速、操舵、制動を全てシステムが行い、システムが要請したときのみドライバーが対応する

ような自動運転システムのことをいう。
（12）	自動運転車の外部的な原因による事故に関して、営造物責任（国家賠償法2条）による責

任について言及する「自動走行車（自動運転）の実現に向けた法制度の現状と課題（下）」

（NBL1074号53頁以下）も参照。
（13）	仮に類推適用が可能であったとしても、718条但書きの定める「動物の種類及び性質に従

い相当の注意をもってその管理をしたとき（は、この限りでない）」や、717条の「設置又は保

存の瑕疵」が個別のケースで具体的に何を意味するかは難しい問題である。
（14）	無過失責任／厳格責任の採用や、保険の活用といった手法は、世界的にも共通する潮

流のようである。例えば、F.	Patrick	Hubbard,	Allocating	the	risk	of	physical	 injury	
from	“sophisticated	robots”:	Efficiency,	fairness,	and	innovation（Ryan	Calo	ほ

か編・ROBOT	LAW（2016））。
（15）	もっとも、大量の情報の流通に伴う問題と、実世界での事故による人身損害を同列に論じ

られないのは当然である。なお、実際に販売者や製造事業者の免責を志向する見解もあ
るが（Ryan	Calo,	Open	Robotics 	（MD.	L.	REV.	70	571,	576,	601-04,	609-10
（2011）））、例えば、前掲注14Hubbard教授は、購入者や利用者のリスクやコストを低減
しない限り、イノベーションは促進されないなどとして批判している。

（16）	http://www.soumu.go.jp/main_content/000376723.pdf　
（17）	福岡高判平成24年7月13日（判時2234号44頁）
（18）	例えば、米国では、監視又は調査目的で、私有地上の物や人を同意なくして撮影することを

禁止する州法等、バラエティに富んだ規制の例が見受けられる。
（19）	民法上、土地の所有権は、その土地の上下に及ぶため（民法207条）、理論上は、そもそも

私有地内に無断でドローンを飛行させる行為自体、所有権に基づく妨害排除請求の対象
となり、また、不法行為も成立し得ると考えられる。軍事の世界では、ドローンを検知するレー
ダーが活用されており、民間でも今後類似のサービスが普及するように思われる。

（20）	また、データの蓄積された（又は蓄積される可能性のある）ロボットの輸出入につき、個人

情報の国外移転規制がかかってくる可能性が高い（Anupam	Chander,	Robots,	 the	
internet	of	things	and	the	future	trade ,	preliminary	draft,	March	25,	2015）。こ

れは、我が国の改正個人情報保護法24条で導入されたことからも分かるとおり現在世界的

なスタンダードになった、個人情報の海外移転禁止が、物としてのロボット輸出入禁止にま

で影響を与えようとしている現象だと見ることができる。
（21）	Kate	Darling,	Extending	Legal	Protection	to	Social	Robots 	（Ryan	Caloほか編・

ROBOT	LAW	（2016））
（22）	Lawrence	Solum,	Legal	 Personhood	 for	 Artificial	 Intelligences ,	 70	North	

用や、ロボットを用いたスピード違反の取締り等と適正手続や

プライバシーの問題等）、自動潜航潜水艦が隣国の領海に侵

入してしまった場合の国際法上の問題等も議論され始めてい

る。海外では、ロボットを専門に取り扱う行政官庁の要否が議

論されているし、インターネットや通信におけるネットワーク中

立性やユニバーサルサービスに類似した政府の関与の仕方に

関わる問題も生じるかもしれない。

 

第4　最後に

ロボット法を考えるということは、ロボットの活用に関する利

用者のメリットや社会全体の福祉と、その他の反対利益・デメ

リットについて、適切なバランスを模索していくということだと

いえる。このプロセスにおいて、極力、イノベーションを阻害

してはならず、政府による過剰な介入も、競争の不当な制限

も避ける必要があるというのが筆者の意見である。以上のほか、

以下の 3 点を指摘させていただき、結語としたい。まず、ハー

ドウェアの研究開発のみならず、ロボットのアプリケーション、

すなわち「どのような新しいサービスを生み出せるか」を掘り

下げていくことが非常に重要だと考える。テクノロジーが社会

に与える影響を十分に理解しなければ、テクノロジーを十分に

享受できないし、法的な議論も、多くの実例を通じてこそ深まっ

ていくからだ。ロボットによって社会全体の便益を向上させる

方法には限りがない。

次に、忘れていけないことは、インターネットが今も変化を

続けているのと同様に、ロボットは変わり続けるということだ。

硬直的な政策や法制度は避けられなければならない。

最後に、ロボット及びロボット法の発展には、エンジニアと

法律・倫理等の専門家、企業、そして利用者との間の対話が

必要だということだ
（29）

。インターネットのトポロジーを理解できな

ければ輻輳対策や価格政策について議論できないのと同様

に、十全なルール作りにはロボットの技術的側面の理解が不

可欠であるし、エンジニアも法や倫理問題や利用者の声につ

いて敏感でなければ、十分な理解を得られない。特に現在の

ようなロボット草創期においては、大いに議論をすることが必

要だと考える。筆者も、今後も新しい情報を発信していくよう

努める所存である。

 以上

（1）	 法的責任という観点からは、当然刑法上の問題も出てくる。特に、本文で述べた民事法上

の過失原理と同様に、例えば、ロボットの誤操作や誤作動により他人の生命・身体を侵害し

た場合の刑法上の過失の判断方法も議論になることは間違いない。
（2）	 米国で2012年から開催されている、ロボットと法・政策、倫理、心理学、エンジニアリング等

に関する学際的な学会。
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Carolina	Law	Review	1231（1992）、James	Boyle,	Endowed	by	Their	Creator?	
The	 Future	 of	 Constitutional	 Personhood ,	 Brookings	 Institution	（Mar.	 9,	
2011）等。前者においては、人工知能が信託受託者たり得るかの思考実験が興味深いも
のになっている。

（23）	トロッコ問題とは、倫理学における思考実験の一つで、例えば、制御不能になったトロッコ

の先に、5人の人間がいて、このままではその5人が轢き殺されてしまう、ポイントを切り替えて

別の線路に入れば、その5人は確実に助かるが、別の線路の先にいる1人が轢き殺されてし

まう、という状況で、ポイントを切り替えるべきかどうか、といった内容のものをいう。これを自動

運転車にあてはめると、例えば、急に目の前にトラックが飛び出してきたため、直進すると搭

乗者が大けがをしてしまう、右にハンドルを切ると幼稚園児を轢いてしまう、左にハンドルを切

ると80歳の老婦人を轢いてしまう、このとき自動運転をつかさどるプログラムはどのような判

断をすべきか？という問題になる。急に目の前にショッピングカートと（幼児の乗った）ベビー

カーが飛び出してきて、自動運転車がショッピングカートをよけてベビーカーに衝突した場合、

自動運転者側の落ち度
4 4 4

に影響があるか？など、バリエーションは無限にある。これは、刑法上

の緊急避難（「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるた

め、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかっ

た場合に限り、罰しない。」）の適用される場面に似ている。これらはあくまで思考実験であ

り、このような場面が実際に起こる可能性は低いと思われるが「これによって生じた害が避

けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。」というような損害の大小に基づ

く考え方よって、自動運転車を制御してよいのかという問題は、検討の価値があると思われ

る。
（24）「知的財産計画2016」（案）（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/160509/

siryou2.pdf）では、現行法上、人工知能が自律的に生成した生成物は、著作権法上の保

護を受けないとしながら、人間の創作物とAI創作物を外見上見分けることの困難性、AI創

作物の爆発的増加の可能性に触れ、あらゆるAI創作物（著作物に該当するような情報）を

知財保護の対象とすることは保護過剰になる可能性がある一方で、フリーライド抑制等の

観点から、市場に提供されることで一定の価値（ブランド価値など）が生じたAI創作物につい

て、新たに知的財産として保護が必要となる可能性があるなどとしており、今後の動きが注

目される。
（25）	本年の3月、AIによるtweetが人種差別的な内容であったとして、実験が中止されたことは記

憶に新しい。
（26）	関連する裁判例として、検索アルゴリズムによって表示された検索結果が表現の自由の保

障を受けると判断した米国の裁判例が存在する（Zhang	et	al	v.	Baidu.com	Inc.	et	al ,	
No.	1:2011cv03388	-	Document	42（S.D.N.Y.	2013））。	ジャーナリストが、自身の

記事・ビデオが検索結果から意図的に排除（検閲）されていると主張して検索エンジン運営

会社等を提訴したケースで、判決は、何をどのような順序で検索結果に表示するかという検

索エンジンのアルゴリズムが行う取捨選択の判断は新聞社等の編集権の行使と全く同じで

あると述べる。
（27）	ただし、AIが関与する場合には、例えば機械的・自動的に提示された詐欺的な誘引文句や、

ロボットのemergentな不公正な言動等について、事業者に責任を負わせられるのかという

問題が生じる。
（28）	テレイグジスタンスとは、遠隔地でロボットを操作することにより、遠隔地で一定の作業や参

加を行う技術をいう。例えば、教授が自宅に居ながらロボットを遠隔操作してライブ講義を行

うのがこれにあたる。
（29）	ディープラーニングにも複数の種類があることや、機械学習を用いたシステムの挙動が

予測しにくくなる技術的要因が主に3種類あり分けて議論する必要があること等とともに、

「法学者らが抱きやすいAIについての偏見・誤解」について論ずる「ディープラーニングの

不具合は誰の責任か　米国で起こる法的責任の議論をAI技術から読み解く」（NIKKEI	

Robotics2016年6月号16頁）も参照。
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第1　はじめに

米国では、ペイパル創業者のイーロン・マスク率いるスペー

ス X 社、アマゾンドットコム創業者のジェフ・ベゾス率いるブ

ルーオリジン社など、数年前からIT 長者らが宇宙ビジネスに

参入し、宇宙ベンチャーによる開発競争が盛り上がりを見せて

いる。民間の宇宙活動を規律する法律として、アメリカでは商

業宇宙打上げ法
（1）

、フランスでは宇宙活動法
（2）

が制定されており、

国家戦略として積極的に宇宙産業の振興を促進している。日

本にはこのような法律がないことから、「人工衛星等の打上げ

及び人工衛星の管理に関する法律」の法案（以下「宇宙活

動法」又は「法案」と呼ぶ。）が 2016 年 3 月 4 日閣議決定

── 弁護士 新谷美保子

民間の宇宙活動を規律する宇宙活
動法（案）について

され、内閣総理大臣から第 190 回通常国会に上程された。当

該国会では審議未了となり現在衆議院による閉会中審査とさ

れているが、来月開会する秋の臨時国会において宇宙活動法

の成立が見込まれるため、本法案の概要をご紹介したい。

第2　背景

本法案は、宇宙基本法（2008 年）での宣言をうけて、ロケッ

トの打上げや人工衛星の管理に関する許可制度、そして人工

衛星等の落下等により生じる損害賠償に関するルールを制定

するものであり、制度を整備することで、民間における宇宙産

業の振興や、国際競争力の強化を促す目的を持った法律であ

るといえる（法案第 1 条、第 3 条）。ただし法案上程の背景に

は、日本も批准している宇宙条約（1967 年）が、自国の宇宙

空間における活動については条約当事者が国際的責任を負う

こととし、また非政府団体の活動は国が許可及び継続的確認

を行う必要があると定めていることを受け、条約批准から50

年余りの時を経て、宇宙活動法制定により条約の国内履行を
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には入らず、政府への届け出が必要と分類された（第 26 条）。

第5　第三者賠償責任制度

■ 1  無過失責任

宇宙活動法では、宇宙賠償責任条約で規定される無過失

責任原則を導入し、第 35 条でロケット打上げによる損害につ

いて、第 53 条で人工衛星管理による損害について無過失責

任を定めている。

第35条（無過失責任）
国内に所在し、又は日本国籍を有する船舶もしくは航空機に搭載された打上げ施設を
用いて人工衛星等の打上げを行う者は、当該人工衛星等の打上げに伴いロケット落
下等損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負う。

第53条（無過失責任）
国内に所在する人工衛星管理設備を用いて人工衛星の管理を行う者は、当該人工衛
星の管理に伴い人工衛星落下等損害を与えた時は、その損害を賠償する責任を負う。

ここで第 35 条に規定される「ロケット落下等損害」は第 2

条 8 号で、また第 53 条に規定される「人工衛星落下等損害」

は第 2 条 11 号でそれぞれ定義されているが、各号の但書き

には、業務上密接な関係を有する者が業務上受けた損害を除

くことが明記されており、無過失責任の範囲は「第三者損害賠

償」に限られ、「打上げ関係者間の賠償責任」は含まれていない。

なお、契約当事者間の損害賠償請求権の相互放棄は宇宙関

連の契約（特にロケット打上げ契約）に通常規定されるが、こ

の損害賠償請求権の相互放棄が打上げ許可要件として制度

化されている米国や、法律で打上げ関係者間での賠償責任の

相互放棄を規定しているフランスとは異なり、日本の宇宙活動

法の下では、当事者間の損害賠償請求権については何も定め

られておらず、契約による合意に委ねられることとなった。

またこの無過失責任に免責事由の列挙は設けられず、法案

第 37 条及び第 54 条では、裁判所が損害賠償の責任及び額

を定める場合に不可抗力を斟酌できるとして、打上げ実施者

に酷な事情がある場合の責任及び損害賠償の額は、裁判所

の裁量に委ねられることとなった。

■ 2  責任集中制度

法案第 36 条は「ロケット落下等損害（第 2 条 8 号で定義）」

について、打上げ実施者（執筆現在では H-ⅡA/H-ⅡB ロケッ

トについて三菱重工業株式会社がこれにあたる。）に責任を集

中することを規定した。そして第 38 条では責任を負うべき打

上げ関係者が他にいる場合に、当該関係者に対する内部求

償制度について定めているが、原則として当該関係者の「故意」

保全しようとする事情がある。

本法案が成立すれば、既存のロケット打上げ事業者も新法

の下での許可申請が必要になる。法案成立後は公布の日から

二年以内に施行されることになっているが、附則第 2 条により

公布の日から一年以内に前倒し申請が可能になるので、近い

将来、この法律に基づく許可や適合認定の申請をする会社が

出てくるものと考えられる。現行制度のものとでは、「ロケット打

上げ」も「人工衛星管理」も直接の許可対象行為ではないた

め、この法律が施行されると新たな規制が加えられることにな

る。以下順にロケット打上げ許可制度、人工衛星管理許可制

度、損害賠償に関するルールを概説する。

第3　ロケット打上げ許可制度

宇宙活動法第 4 条 1 項は以下のように定めている。

第4条（許可）
1．	国内に所在し、又は日本国籍を有する船舶もしくは航空機に搭載された打上げ施設
を用いて人工衛星等の打上げを行おうとする者は、その都度、内閣総理大臣の許可
を受けなければならない。

本条では、許可を受けなければならないロケット打上げが

どのような場合かを読むことができる。例えば、宇宙賠償責任

条約によれば、日本の民間企業が海外ロケットを使って日本国

外の打上げ施設で衛星を打ち上げても、日本は打上げ国とし

て第三者賠償責任事故の無過失責任を負わなければならな

いが、本条に「国内に所在し、又は日本国籍を有する船舶若

しくは航空機に搭載された打上げ施設を用いて」との文言が

明確に入っていることから、前述の日本国外の打上げ施設で

衛星を打上げる行為についての規制については見送られ、許

可は不要のままとされた。

また「人工衛星等の打上げを行おうとする者は」との文言

により、人工衛星等の切り離しを行わない観測ロケットやサブ

オービタル飛行は規制の対象外とされている。

第4　衛星管理許可制度

宇宙活動法は第 20 条に「国内に所在する人工衛星管理

設備を用いて人工衛星の管理を行おうとする者は、人工衛星

ごとに、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。」と定

めている。ここでもまた、人工衛星管理設備が「国内に所在する」

ことが許可を要する条件であることが明確にされた。そして衛

星は軌道上で転売することが可能であるが、これは許可事項

37



難い状況にあり、本法案成立により民間による宇宙産業が活

性化されることを切に望んでいる。なお、法案第 19 条は、民

間企業がロケット開発や射場建設を JAXAと共に行った場合、

JAXA が本条に基づく申請を行うと判断すれば、個別打上げ

許可の前提となるロケットの型式認定、打上げ施設の認定に

ついてその手続きが簡略化されることを定めている。また現在、

JAXA では新事業促進部を発足し、宇宙産業に参入するベン

チャー企業や、大小問わず既存の会社から宇宙産業に新規

参入を目指す企業のバックアップを技術支援も含めて積極的

に行っている。宇宙産業が日本の成長産業の一つとして急ピッ

チで成長するよう弊職も微力ながら尽力したい。

 以上

（1）	49USC	SubtitleⅨ,	Chapter	509,	一般的にCommercial	Space	Launch	Act（CSLA）
と呼ばれる。1984年に制定され、1988年の改正によって現在に近い形となる。

（2）	フランスは現在商業打上げ事業で世界トップのアリアンスペース社を抱える国であり、
1980年「アリアン打上げ機の生産段階に関する若干の欧州諸国政府の宣言」で枠組み
を形成してきたが、2008年にFrench	Space	Operations	Act（フランス宇宙活動法）が
制定された。

により損害が生じた場合以外は求償できない（書面で異なる

定めをすることは可能、また射場管理者に対しては例外あり）。

これにより部品メーカーなどの打上げ関係者は、第三者賠

償責任のリスクから解放されるため、産業振興に資するという

効果が期待されている。一方で打上げ事業者は自己責任以上

の賠償義務を負うことになるが、この点については後述するよ

うに、強制保険と政府補償の制度が設計されている。

■ 3  第三者賠償責任保険と政府補償

法案第 9 条第 1 項は「打上げ実施者は、損害賠償担保措

置を講じていなければ、第 4 条 1 項の許可を受けた人工衛

星等の打上げを行ってはならない。」として、打上げ実施者に

よる第三者賠償責任保険手配を義務づけた。そしてロケット

打上げにより当該保険で填補される限度額を越えた大事故が

発生した場合には、内閣府令で定める一定限度額まで政府が

補償を行うことが定められている（第 40 条、具体的には打上

げ実施者と政府との間で損害賠償補償契約を締結することが

できるとされている）。

第6　おわりに

ロケット打上げ契約、衛星売買契約には、独特の業界慣習

が多くあり、またひとたび損害が生じた場合はその額は莫大と

なる。本法案成立後は、その解釈に応じて契約実務に確実に

影響を及ぼすものと考えられる。日本はロケット打上げ射場の

ある国にもかかわらず、宇宙産業が活性化しているとはいい

【主な取扱分野】
知財戦略支援	/	IT・通信	/	エマージングカンパニー	/	知財訴訟・
審判	/	特許	/	著作権	/	商標	/	不正競争	/	意匠	/	ブランド

【登録、所属】
第一東京弁護士会（2006）

弁護士

新谷美保子
（1978年生）

Mihoko Shintani
直通／	 03-6438-5706
MAIL／	mshintani@tmi.gr.jp

38



平成 28 年 10 月 1 日に、「犯罪による収益の移転防止に関

する法律の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 117 号。

改正後の犯罪の収益の移転防止に関する法律を、以下「新法」

という）が関係政省令等の改正（改正法と併せて、以下「本改正」

という）とともに施行される（国家公安委員会による犯罪収益

移転危険度調査書（以下「調査書」という）の作成・公表（新

法 3 条 3 項）等については公布の日から施行されている）。

本改正の施行を間近に控え、既に、金融機関においては、

事務フローの見直しやシステムの導入等が行われつつあると

思われるが、金融庁では、「主要行等向けの総合的な監督指針」

等の一部改正（案）（以下「監督指針案」という）を平成 28

年 5 月 13 日からパブリックコメントに付しており
（1）

、監督指針案

では、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届

出等の措置（以下「取引時確認等の措置」という）を的確に

実施するための態勢整備等
（2）

について着眼点を追記している。

そこで、本原稿では、取引時確認等の措置を的確に行うため

に金融機関に求められる体制整備をテーマに解説することとし

たい。

なお、本原稿の内容は平成 28 年 6 月末時点での公表情

報に基づいて記載している旨ご留意頂きたい。

第1　取引時確認等の措置を的確に行うための措置

■ 1  内部管理体制の整備

本改正前も、平成 25 年 4 月施行の犯収法改正により、特

定事業者は、取引時確認等を的確に行うため、取引時確認を

した事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講ずる

義務のほか、必要な体制を整備する努力義務が課せられてい

た。本改正では必要な体制整備の内容が拡充・具体化され（旧

法では次の①のみが具体例として示されていた）、新たに次の

②から⑩の努力義務が規定された（新法 11 条、新規則（本

改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則

をいう。以下同じ）32 条 1 項）。

①使用人に対する教育訓練の実施

②取引時確認等の措置の実施に関する規程の作成

③取引時確認等の措置の的確な実施のために必要な監査

その他の業務を統括管理する者の選任

── 弁護士 大井修平

改正犯罪収益移転防止法の施行に
向けた金融機関の体制整備

④自ら行う取引についてリスクを調査・分析し、特定事業者

作成書面等を作成し、必要に応じて見直すこと

⑤特定事業者作成書面等を勘案して必要な情報を収集・

整理・分析すること

⑥特定事業者作成書面等を勘案して確認記録・取引記録

等を継続的に精査すること

⑦リスクの高い取引を行う際に統括管理者の承認を受ける

こと

⑧リスクの高い取引について行った情報収集・整理・分析

の結果を文書にして保存すること

⑨必要な能力を有する者を採用するための措置

⑩取引時確認等の措置の的確な実施のために必要な監査

を実施すること

④ないし⑥については、特定事業者が、自らが行う取引に

ついてマネロンのリスクを評価した特定事業者作成書面等を

作成し、その内容を勘案し、取引のリスクの高低に応じて、必

要な情報の収集や整理・分析を行うとともに、確認記録・取

引記録等を継続的に精査することを想定している。なお、特

定事業者作成書面等の内容については■ 2 で詳述する。⑦に

ついては、統括管理者は、承認に当たり、調査書の内容を勘

案することになろう。⑧については、調査書において、当該取

引がいかなる理由で高リスク取引とされているかといったこと

に着目して、情報収集の分析結果等を記載することになろう。

⑨は、具体的には、例えば職員の採用に当たって面接等を行

い、当該職員の適性を把握することなどが考えられるが、専門

的知識を有する者のみの採用を義務付けるものではない
（3）

。⑩

は、外部監査に限られるものではなく、内部監査や社内検査

により行うことも可能である
（4）

。

これらの事項は、監督指針案においても基本的には網羅さ

れている。監督指針案では、努力義務であることに特段言及

せずに体制整備を求めている箇所がみられるが、努力義務を

加重するものではなく、努力義務の事項も含めて、法で定めら

れている事項を実施するにあたり、どのような態勢整備を行っ

ているかという態勢面に着目して当局が監督を行う姿勢を示し

ていると思われる。

■ 2  特定事業者作成書面等の作成

特定事業者作成書面等は、調査書の関係部分を基に、必

要に応じて各特定事業者の特有のリスク要因を加味したもの

を作成することを想定している
（5）

。すなわち、記載内容等につい

て、調査書の危険度を参考としつつも、事業者の業態、業務、

規模、取引のリスク等に応じて、自社において十分なリスク回

避措置が採られていると判断する場合には、危険度を調査書
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ていくことになろう。特定事業者作成書面等は、必要に応じて

見直し、変更することが求められている。監督指針案では、「定

期的に」見直すことが求められているが、調査書が毎年公表

されることを踏まえれば、少なくとも1 年に一度は調査書を勘

案した上でリスク評価を見直した上で、必要に応じて変更する

ことが求められよう。なお、特定事業者作成書面等の作成時

期については特段の定めはないが、その作成に努めていない

と評価される事態は避けるべきである。

各特定事業者においてマネロンのリスクを適切に把握でき

たら、そのリスクの高低に応じた効果的な管理策が必要となる。

第2　外国子会社又は外国所在営業所を有する金融機

関の体制整備

金融機関である特定事業者が、外国子会社又は外国所在

営業所（併せて、以下「外国子会社等」という）を有する場

合であって、当該外国の法令に規定する取引時確認等の措置

が、わが国の取引時確認等の措置より緩やかなときには、第

1 回で掲げた措置に加えて、次の体制整備の努力義務が求め

られる（新規則 32 条 2 項）。

①当該外国子会社等における犯罪による収益の移転防止

に必要な注意を払うとともに、当該外国の法令に違反し

ない限りにおいて、当該外国子会社等による取引時確認

等の措置に準じた措置の実施を確保すること

②当該外国の法令により禁止されているため①の措置を講

ずることができない場合には、その旨を行政庁に通知す

ること

その趣旨は、特定事業者に対し、支配下にある外国子会社

等を含め、グローバルに整合性のとれた犯罪収益の移転防止

に係る体制整備を求めることにあり、国際的なマネロン防止対

策の一つである。取引時確認等の措置の全部又は一部が義

務付けられていない場合には、「取引時確認等の措置より緩や

か」と評価される
（7）

。「犯罪による収益の移転防止に必要な注意」

が払われているかどうかは、当該外国子会社等における犯罪

収益移転防止に係る取組全般から判断される
（8）

。

第3　特定金融機関がコルレス取引を行う場合の体制

整備

新法 2 条 2 項 1 号から15 号まで及び 30 号に掲げる特定

事業者（以下「特定金融機関」という）は、外国所在為替取

引業者（以下「コルレス先」という）との間でコルレス契約を

の評価よりも下げることも認められており、リスクベース・アプ

ローチを反映した部分といえる。

以下の図では、「取引形態」、「国・地域」や「顧客の属性」

に応じたリスク評価の一例を例示した。このほか、提供する商

品・サービスごとの危険度
（6）

、過去の疑わしい取引の届出状況

も踏まえて、各特定事業者がリスクを評価することになる。

項　目
評価書に
おける
危険度

・	自社の業態、業務、
規模、リスク等

・	過去の届出状況
・	リスク回避措置
	 等を勘案

自社に
おける

危険度の
判定（例）

非対面取引 高い 高い

現金取引 高い 低い

イラン（＊1）・北朝鮮に居住・所在する
顧客との取引 特に高い 特に高い

注意を要するとされた国・地域（＊2）に
居住・所在する顧客との取引 高い 高い

反社会的勢力との取引 高い 高い

非居住者との取引 高い 高い

外国PEPsとの取引 高い 高い

実質的支配者が不透明な法人との
取引 高い 高い

写真付きでない身分証を用いる顧客
との取引 高い 高い

（＊1）	FATFの2016年6月24日付け声明（http://www.fatf-gafi.org/publications/
high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-
june-2016.html）により、FATFはイランに対する対抗措置を12ヶ月停止している。
ただし、イランが全てのアクションプランを達成するまではFATF声明には同国が残
る旨も言及されており、今後の動向が着目される。

（＊2）	調査書においては、アルジェリア及びミャンマーが記載されているが、現時点では、
FATF声明からは両国とも削除されている。

例えば、業態によっては、現金取引は原則として行わない

又は一切謝絶することとしている場合も想定される。この場合、

現金取引を行うケースが限定的であり、例外的に現金取引を

行う場合であっても一定のリスク回避措置を行っている場合に

は、危険度を低いと評価することもありうる。また、非居住者と

の取引について、海外の営業所等が必ず対面で面談すること

とし、当該海外営業所等の助力により当該非居住者について

継続的な顧客管理が可能な事務フローを確立している場合に

は、必ずしも危険度を高いとする必要はないであろう。

実際には、個々の取引が持つマネロンのリスクは一つの属

性だけでは判断できず、複数のリスク要素を組み合わせて判

断する必要があり、各リスク要素を総合的に評価するための

方法を用意する必要がある。スコアリング・モデルの活用によ

り、様々なリスクに点数をつけ、すべての要素を合算して危険

度の高低を複数の段階に判別することはその一例であろう。ど

のようなリスク要素を採用するか、その度合いをどうするかは

各特定事業者に委ねられるが、試行錯誤を重ねながら、リス

クベース・アプローチや、コスト面も踏まえたモデルを構築し
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締結するに際して、相手方がマネロン対策を適切に行ってい

るかを確認することが義務付けられるほか（新法 9 条、新規

則 28 条、29 条）、第 1 回で掲げた措置に加えて、次の体制

整備も努力義務として求められる（新規則 32 条 4 項）。

①コルレス先の体制整備状況等、外国当局におけるコルレ

ス先に対する監督の実態について情報収集すること

②①に基づき、コルレス先の体制を評価すること

③統括管理者の承認その他の契約の締結の審査手順の規

程を作成すること

④特定金融機関の取引時確認等の措置及びコルレス先の

取引時確認等相当措置の実施に係る責任に関する事項

を文書等で明確にすること

なお、従前より、これらの事項（上記第 2 も含む）は主要

行等向けの総合的な監督指針等において求められており、監

督指針案においても実質的な変更はない。

 以上

── 弁護士 野間敬和

コンセッション方式による民営化－空
港、下水道、高速道路の各事業

本稿は、PFI 法（民間資金等の活用による公共施設等の整

備等の促進に関する法律）に基づき、コンセッション方式によっ

てインフラ事業の民営化が実施されている案件のうち、①仙

台空港、②関西・伊丹空港、③浜松市の下水道事業、④愛

知県道路公社の有料道路事業につき、法的課題を踏まえて

概説するものである。

第1　コンセッション方式による民営化

コンセッション方式とは、公共施設等の管理者である国や地

方公共団体等が、公共施設等の所有権を保有しつつ、その

運営権（公共施設等運営権）を民間の事業者に設定するもの

である（図表 1 参照）。公共施設等運営権の設定を受けた事

業者は、自ら利用料金の徴収を行い、公共施設等の運営を

行うことができる（PFI 法 2 条 6 項及び 7 項）。公共施設等運

【主な取扱分野】
不動産投資	/	証券化・流動化・REIT	 /	ストラクチャード・ファイナ
ンス	/	コーポレート・ファイナンス	/	プロジェクト・ファイナンス	/	デ
リバティブ	/	一般企業法務	/	銀行・証券・保険・信託	/	ファンド

【登録、所属】
第二東京弁護士会（2007）

弁護士

大井修平
（1982年生）

Shuhei Oi
直通／	 03-6438-5440
MAIL／	 soi@tmi.gr.jp

（1）	http://www.fsa.go.jp/news/27/sonota/20160513-5.html
（2）	監督指針案では、「体制」ではなく「態勢」を整備しているかという文言を使用しており、単に組

織体制そのものではなく、実際に機能が発揮されている状態にあるかに着目しているものと思
われる。

（3）「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令
の整備等に関する政令案」等に対する意見の募集結果について（平成27年9月18日）（以下
「27年パブコメ」という）195番

（4）	27年パブコメ196番
（5）	27年パブコメ178番、180番
（6）	調査書では商品・サービスごとの危険度についても詳述されている。
（7）	27年パブコメ198番
（8）	27年パブコメ200番

営権は物権とみなされ（PFI 法 24 条）、譲渡あるいは抵当権

の設定が認められる（PFI 法 25 条）。公共施設等運営権及び

その抵当権の設定、移転、変更、消滅及び処分の制限等は、

公共施設等運営権登録簿に登録される（PFI 法 27 条 1 項）。

平成 28 年 5 月 18 日に民間資金等活用事業推進会議が

決定した「PPP ／ PFI 推進アクションプラン
（1）

」によれば、平成

25 年度から平成 34 年度までの事業規模目標期間において、

21 兆円の事業規模の PFI 事業の達成を目指すとされており、

そのうち、コンセッション方式として 7 兆円の事業規模を目標

とするとされている。また、同年 6 月 2 日に閣議決定された「日

本再興戦略 2016
（2）

」においても、コンセッション方式の活用拡

大に向けた取組みが必要とされている。

 
【図表1】コンセッション方式　ストラクチャー図

（3）

金融機関
投資家

施設所有権

対価支払

公的主体 PFI事業者

施設運営
（料金設定）

運営権設定

融資・投資

抵当権設定

料金支払 施設
利用

運営権
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港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に

関する法律」（関空・伊丹統合法）が制定され、同法に基づ

いて、平成 24 年 7 月 1 日、両空港の経営統合が図られた（図

表 3 参照）。具体的には、政府が 100％の株式を保有する新

関西国際空港株式会社が設立され、同社が、両空港の空港

施設及び航空保安施設の設置・管理、空港ビル等の建設・

管理等の運営を行うとされた。また、国土交通大臣が指定す

る関空土地保有会社が関空の空港用地を保有し、これを新関

西国際空港株式会社に貸し付けることとされた。

新関西国際空港株式会社は、平成 26 年 7 月 25 日、実施

方針を公表し
（7）

、両空港の運営事業を行う民間事業者の選定を

進めてきた。そして、同年 11 月 10 日、オリックス、ヴァンシ・

エアポートコンソーシアムが優先交渉権者として選定され、同

年 12 月 15 日、同コンソーシアムが設立した関西エアポート

株式会社が、新関西国際空港株式会社との間で実施契約を

締結した（図表 4 参照
（8）

）。同契約によれば、運営期間は約 44

年間とされ、平成 28 年 4 月 1 日より関西エアポート株式会社

による両空港の運営が開始されている。

第4　浜松市の下水道事業

下水道事業のコンセッション方式による PFI の活用に関し

ては、国土交通省に設置された検討会において議論が行わ

れ、平成 26 年 3 月 31 日、「下水道事業における公共施設等

運営事業等の実施に関するガイドライン（案）」が公表された。

下水道事業のコンセッション方式の問題点としては、下水道法

3 条に基づき、市町村等が、下水道の管理に係る最終的な責

任を負う点にある。すなわち、下水道法 4 条が定める事業計

画の策定・変更、交付金に係る手続、公権力の行使等の最

終責任は民間委託は許されず、管理者（市町村等）に残るべ

きこととなる
（10）

。この点に鑑み、上記ガイドライン（案）では、下

水道事業のコンセッション方式として、図表 5 記載のとおり運

営権者と管理者（市町村等）との役割分担が想定されている
（11）

。

浜松市のコンセッション方式による下水道事業民営化は、西

遠浄化センター及び 2 つのポンプ場等の施設を対象とする事

業である（図表 6）。この民営化の契機は、平成 17 年 7 月1日、

市町村合併によって流域下水道事業に関連する3 市 2 町が浜

松市となったことにある。当該下水道施設は、市町村合併特例

法に基づき、合併の約 10 年後である平成 28 年 4 月1日に静

岡県から浜松市に移管されたところ、移管に伴う担当職員の増

員の困難性及び運営の一層の効率化のため、コンセッション方

式による下水道事業の民営化が進められたものである。

第2　仙台空港

国が管理する空港のコンセッション方式による民営化に関し

て、平成 25 年 10 月 11 日、国土交通省は、「民間の能力を

活用した国管理空港等の運営等に関する基本方針」を公表し

た
（4）

。これは、同年 6 月 26 日に公布された、「民間の能力を活

用した国管理空港等の運営等に関する法律」に基づいて策定・

公表されたものであり、民営化後の国管理空港等の運営等に

関する基本的な事項を定めたものである。

仙台空港に関しては、国土交通省は、平成 26 年 4 月 25 日、

「仙台空港特定運営事業等実施方針」を公表した。その概要

は図表 2 のとおりである。同実施方針によれば、仙台空港は、

空港基本施設等と航空旅客取扱施設等ないし航空貨物取扱

施設等に分離して所有・運営され、空港全体としての一体的

かつ機動的な経営が欠如していたとされ、コンセッション方式

の活用によって空港の一体的かつ機動的な経営を図るものと

された。その後の選定作業の結果、国土交通省は、平成 27

年 10 月 21 日、東急前田豊通グループを優先交渉権者に選

定し、同年 12 月 1 日、同グループが設立した仙台国際空港

株式会社と、公共施設等運営権実施契約が締結された
（5）

。同契

約においては、運営期間は当初 30 年、オプション延長期間

30 年以内とされ、運営権の存続期間は、不可抗力等による延

長を含めて最長 65 年以内とされた。また、事業開始予定日は、

ビル施設等事業が平成 28 年 2 月1 日、これ以外の滑走路等

の維持管理・着陸料の収受等の事業が同年 7 月1 日とされた。

【図表2】仙台空港特定運営事業等実施方針の概要

第3　関西・伊丹空港

関西国際空港及び伊丹空港の民営化については、運営権

者の選定手続に先立ち、平成 23 年 5 月 25 日、「関西国際空
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知多 4 路線（南知多道路、知多半島道路、知多横断道路、

中部国際空港連絡道路）、猿投グリーンロード、衣浦トンネル、

衣浦豊田道路、名古屋瀬戸道路である（図表 7 参照）。

これら施設の民営化にあたっては、道路整備特別措置法

10 条 1 項、11 条 1 項及び 15 条が、民間事業者による有料

道路の運営を認めていない規制がハードルとなっていた。そこ

で愛知県は、構造改革特区制度に基づいて同規制の特例措

置を提案して国土交通省と協議・検討を進めてきたところ、平

成 26 年 5 月 19 日公表の「構造改革特別区域第 24 次提案

等に対する政府の対応方針
（16）

」において、道路整備特別措置

法の特例を認める方針が示された。これを受けて、第 189 回

国会において「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域

法の一部を改正する法律」が成立し、平成 27 年 7 月 15 日

に公布された。同法に基づき、道路整備特別措置法及び PFI

法の特例として、民間事業者による道路の運営を認める改正

浜松市は、平成 28 年 2 月 29 日に実施方針を
（13）

、同年 5 月

31 日に募集要項等
（14）

を公表した。同実施方針によれば、事業

の存続期間は運営権の設定日から20 年間、公共施設等運営

権の存続期間は最長で 25 年とされている。運営権者は、当

該処理施設の利用者から下水道利用料金を収受するが、同

利用料金は、浜松市が行う水道料及び下水道使用料の徴収と

併せて徴収され、浜松市が運営権者に送金するとされている。

現在、運営事業者の選定手続が進められており、今後、優先

交渉権者の選定、基本協定の締結、運営権設定、実施契約

の締結等が行われ、平成 30 年 4 月に事業開始が予定されて

いる。

第5　愛知県道路公社による有料道路事業

愛知県道路公社による民営化の対象となる公共施設等は、

【図表3】関空・伊丹統合法による経営統合
（6）

関西空港と伊丹空港の経営統合

◯　関空については、早期に政府補給金への依存体質から脱却し、約1.3兆円の債務を返済することにより、健全なバランスシートを構築する
ことを目標とし、これを通じて前向きな投資の実行、競争力・収益力の強化を行う必要がある。

◯　このため、関空を首都圏空港と並ぶ国際拠点空港として再生・強化するとともに、両空港の適切かつ有効な活用を通じた関西における航
空輸送需要の拡大を図り、関西の経済の活性化に寄与していく。

◯　平成24年4月1日に設立された新関西国際空港株式会社は、両空港を一体的に運営し、事業価値の増大を図り、できるだけ早期にコンセッ
ションを実現することを目指す。

〔伊丹空港〕 〔関西空港〕 〔伊丹空港〕 〔関西空港〕◯現状 ◯経営統合
民間 民間

ビ

　ル

ビ 

ル
ビ

　ル

子
会
社

国

関空
会社

両空港
運営会社

関空土地
保有会社投資家等

滑走路等

滑走路等 滑走路等

土　　地

土　　地

土　　地

貸付け 地代

長期（30～50年）の
事業運営権（コンセッ
ション）の設定

土　　地

滑走路等

ビ

　ル

【図表4】関空・伊丹空港運営事業のストラクチャー図
（9）

所有 100％所有
66.5％

履行補償金
の返還

運営権対価等
支払

出費 配当等

貸付

NKIAC

日本政府

子会社株式
動産等

運営権者へ株式・
動産等の譲渡 運営権については運営権者へ

関空
（施設）

関空
（土地・施設）

鉄道事業（関空）

KIALC

関空
（土地）

事業範囲
元金返済・
利息支払

本運営権者 金融機関

その他の
出費者

（本コンソーシアム）

※「NKIAC」は新関西国際空港株式会社、KIALCは関西国際空港土地保有株式会社である。
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管理者

● 下水道の管理に係る最終的な責任
（下水道第 3 条）

● 資産所有
● 事業計画（下水道法第 4 条）の策定
● 国庫補助に係る手続き
● 会計検査の受検
● 各種命令等公権力行使に係る業務
● 下水道使用料の強制徴収
● 事業者の業務遂行状況のモニタリング
● 既往下水道事業債の償還
● 下水道条例や実施方針条例の管理
● 下水道使用料水準の上限等大枠の決定
（実施方針に関する条例より定める）

● 受益者負担金、損傷負担金、原因者負担金、
工事負担金の受領

運営権者

●  施設の運転、維持管理
● 修繕

運営権者

● （全面除去を伴わない）改築更新の
実施

● 維持管理マネジメント
（施設保全計画・管理、外注計画、
労働安全衛生管理、危機管理など）

● 契約期間中の改築更新の時期や内容
に関する企画

● 下水道使用料の収益としての収受
● 下水道仕様料水準の決定、管理者

への届け出

運営等行為

事実行為

【図表5】下水道管理者と運営権者の役割分担

が構造改革特別区域法に追加され、平成 27 年 8 月 3 日から

施行された。

上記の規制緩和を受けて、愛知県は、同年 10 月 13 日に

実施方針
（17）

を、同年 11 月 16 日に募集要項
（18）

を公表した。同実

施方針によれば、運営権の存続期間満了日は路線によって異

なるものの、直近で平成 41 年 6 月 22 日、最長で平成 58 年

3 月 31 日とされている。そして、平成 28 年 6 月 24 日、前田

建設工業株式会社を代表企業とする前田グループが優先交

渉権者に選定された
（19）

。今後、基本協定の締結、運営権設定、

実施契約の締結等が行われ、同年 10 月頃に事業の開始が

予定されている。

 以上

（1）	「PPP／PFI推進アクションプラン」20頁以下
	 ＜http://www8.cao.go.jp/pfi/actionplan/index.html＞

（2）	「日本再興戦略2016」163頁以下
	 ＜http://www.kantei.go.jp/jp/headline/seicho_senryaku2013.html＞

（3）	 内閣府民間資金等活用事業推進室資料＜http://www8.cao.go.jp/pfi＞

【図表6】西遠流域下水道事業の概要
（12）

西遠流域下水道計画一般平面図

施設の概要

西遠流域下水道の概要

・本調査の官民連携の対象施設：
　西遠浄化センター
　浜名中継ポンプ場
　阿蔵中継ポンプ場
　流域下水道幹線（二条管含む）

項　目 現状
（H24年度末）

処理区域（ha）
処理人口（人）
幹線管路（km）
中継ポンプ場
排除方式

10,250
461,321
57.6
2箇所
分流式

【図表7】民営化の対象となる道路
（15）

①知多半島道路

⑧名古屋瀬戸道路 ⑥猿投グリーンロード

⑦ 衣浦豊田道路

⑤衣浦トンネル

②南知多道路

①～⑧：コンセッション方式対象予定路線（72.5km）

④中部国際空港連絡道路

③知多横断道路
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第1　はじめに

平成 25 年 4 月から改正された「高年齢者等の雇用の安定

等に関する法律」により、「継続雇用制度」の対象者を労使

協定で限定できる仕組みが廃止され、それまでは、定年後に

継続雇用する対象者を選別できていたものが、同法律の改正

後は、本人が希望すれば、原則として、企業は従業員全員を

65 歳まで継続雇用しなければならなくなった。これを受けて、

多くの企業は、従業員が満 60 歳の定年退職後、賃金水準も

下げた上で、新たな有期雇用契約を締結する継続雇用制度

を採用している。かかる継続雇用制度に関して、平成 28 年

5 月 13 日、東京地方裁判所において、労働契約法 20 条
（1）

に

基づき、「定年前と同じ仕事内容であれば、再雇用後であって

も、賃金水準を引き下げるのは違法」とする判決が出された。

本稿執筆時点で、本判決は確定しておらず、控訴審において

── 弁護士 近藤圭介

定年後の有期再雇用契約が労働契
約法20条に違反すると判断した裁
判例（長澤運輸事件・東京地判平成
28年5月13日）

どのように判断されるか不透明であるが、定年後の継続雇用

に関する実務に影響が大きいと思われる。

第2　事案の概要

■ 1  当事者

（1） 被告（以下「Y」という。）

Y は、セメント輸送、液化ガス輸送、食品輸送等の

輸送事業を営んでいる株式会社で、パラセメントタン

ク車（以下「撒車」という。）21 台を含む運送車両 54

台を保有し、従業員数は 66 名である（いずれも平成

27 年 9 月 1 日現在）。

（2） 原告ら（以下「Xら」という。）

Xらは、正社員たる撒車の乗務員として 21 年～ 33

年間勤務し、平成 26 年 3 月又は同年 9 月の末日に定

年退職した。退職日付けでＹと有期雇用契約を締結し、

その翌日以降も嘱託員たる撒車の乗務員として勤務し

ていた。

■ 2  定年後の労働条件

正社員と定年後の労働条件は以下のとおり、賃金にかかる

労働条件において相違があり、Xらの賃金額は正社員の賃金

額よりも低く設定されていた。
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無期雇用契約
（正社員就業規則、賃金規程）

有期雇用契約
（平成26年4月1日付け再雇用者採用条件）

基本給 在籍給及び年齢給の合計
8万9100円～12万7100円 12万5000円

能率給 稼働額×3．15％～4．60％ 稼働額×7％～12％

職務給 7万6952円～8万2952円 なし

精勤手当 5000円 なし

無事故手当 5000円 同左

住宅手当 1万円 なし

家族手当 配偶者5000円
子1人5000円（2人まで） なし

役付手当 班長3000円
組長1500円 なし

超勤手当 時間外勤務手当及び休日手当 同左

通勤手当 1か月定期券相当額（4万円まで） 同左

賞与 基本給5か月分（原則） なし

退職金 3年以上勤務した者に支給 なし

調整給 なし 老齢厚生年金の報酬比例部分が支給
されない期間につき2万円

■ 3  請求

Xらは、①正社員に適用される就業規則及び賃金規程のう

ち賃金構成、基本給、能率給、職務給、精勤手当、住宅手

当、家族手当、役付手当、超勤手当及び賞与に関する規定（賞

与の額を原則として基本給 5 か月分とする旨の労使協定の規

定を含む。）の適用を受けるべき労働契約上の地位にあること

の確認、②雇用契約に基づき、未払賃金（正社員と同様に賃

金が支払われたとした場合と実際に支払われた賃金との差額）

の支払い、③不法行為に基づき②と同額の支払い（予備的

請求）を請求した（なお、③については①②が認容されたこと

から、結果として判断されていない。）。

第3　争点

■ 1  労働契約法 20 条違反の有無

■ 2  労働契約法 20 条違反が認められる場合におけるＸらの労

働契約上の地位

第4　判決要旨

■ 1  争点 1（労働契約法 20 条違反の有無）について

（1） 相違の存在及び労働契約法 20 条の適用

「本件有期労働契約は、期間の定めのある労働契約

であるところ、その内容である賃金の定め…は、正社

員…の労働契約の内容である賃金の定め…と相違して

いるから（以下、この相違を「本件相違」という。）、本

件有期労働契約には、労働契約法 20 条の規定が適

用される。」

（2） 判断枠組み

「有期契約労働者の職務の内容……並びに当該職

務の内容及び配置の変更の範囲……が無期契約労働

者と同一であるにもかかわらず、労働者にとって重要な

労働条件である賃金の額について、有期契約労働者と

無期契約労働者との間に相違を設けることは、その相

違の程度にかかわらず、これを正当と解すべき特段の

事情がない限り、不合理であるとの評価を免れないも

のというべきである。」

（3） 本件へのあてはめ

ア ①職務の内容並びに②当該職務の内容及び配置

の変更の範囲

「本件において、嘱託社員である Xらと正社員

の間には、業務の内容及び当該業務に伴う責任

の程度に差異がなく…、Y が業務の都合により勤

務場所や業務の内容を変更することがある点でも

両者の間に差異はないから…、有期契約労働者

である Xらの職務の内容…並びに当該職務の内

容及び配置の変更の範囲…は、無期契約労働者

である正社員と同一であると認められる。また、X

らの職務内容に照らし、定年の前後においてその

職務遂行能力についての有意な差が生じていると

は考えにくく、実際にもそのような差異が生じてい

ることや、雇用期間中にそのような有意な差異が

生じると推測すべきことを相当とする事情を認める

に足りる証拠もないから、職務の内容…に準ずる

ような事情の相違もない。そうすると、本件相違は、

これを正当と解すべき特段の事情がない限り、不

合理なものとの評価を免れないことになる。」

イ ③特段の事情の有無

「企業において、定年後継続雇用者を定年前と

同じ業務に従事させるのか否かという点はさてお

き、賃金コストの無制限な増大を回避しつつ定年

到達者の雇用を確保するため、定年後継続雇用

者の賃金を定年前から引き下げることそれ自体に

は合理性が認められるというべきである。」

「しかしながら、他方、我が国の企業一般におい

て、定年退職後の継続雇用の際、職務の内容…

並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲…

が全く変わらないまま賃金だけを引き下げることが

広く行われているとか、そのような慣行が社会通

念上も相当なものとして広く受け入れられていると
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が、原則として（これを正当と解すべき特段の事情がない限

り）、不合理と評価されることを示している。また、労働契約法

20 条に違反する労働条件の定めは無効であるとし、同部分に

ついて、就業規則の定めに照らし、無期契約労働者と同様の

労働条件によるものとした。

■ 2  今後の課題

本件は、Ⅹらがトラック運転手という職務内容等が特定しや

すい職種であったため、正社員の職務内容等と同一であると

判断されたが、例えば、営業や人事・総務などの職種で、無

期労働者と有期労働者の職務内容等に何らかの差異がある場

合（通常、それらの職種において、定年後の再雇用では、職

務の内容等に何らかの変化があることが多いと思われる。例え

ば、定年前と同じ営業部門ではあるが、チームリーダーから無

役に役割変更し、責任範囲も軽減されている」、「定年前よりも

営業担当範囲や売上目標が縮小している」など）、労働条件

の相違の合理性はどのように判断されるのか、つまり、使用者

としては、どこまでの差異を設けていれば、不合理と判断され

ないのか、今後の課題となる。

また、労働契約法 20 条に違反する労働条件の定めが無効

であるとして、当該無効となった部分が就業規則又は雇用契

約の合理的解釈のみによって空白を埋めることが不可能な場合

（本件では、正社員就業規則が適用されるという解釈が可能

であった。）、どのように判断されるのかについて、今後の裁判

例の集積が待たれる。

 以上

（1）（期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止）
第20条　有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間
の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者
の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労
働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度（以下この条において「職務の内容」と
いう。）、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認めら
れるものであってはならない。

いった事実を認めるに足りる的確な証拠はない。」

「Y における定年後再雇用制度は、賃金コスト

圧縮の手段としての側面を有していると評価され

てもやむを得ないものというべきである。そして、

Y において上記のような賃金コスト圧縮を行わな

ければならないような財務状況ないし経営状況に

置かれていたことを認めるべき証拠はなく…、か

えって、…定年後再雇用者の賃金水準ないし体

系について、…Y の財務状況ないし経営状況に

基づいて決定したものではないことが認められる。」

「Xらが労働条件を理解した上で雇用契約書に

署名押印したことをもって、上記特段の事情があ

るということはできない。」

「以上のほか、本件において、嘱託社員と正社

員との間に職務の内容、当該職務の内容及び配

置の変更の範囲に全く違いがないにもかかわら

ず、賃金の額に関する労働条件に相違を設けるこ

とを正当と解すべき特段の事情は認められない。」

■ 2  争点 2（労働契約法 20 条違反が認められる場合における

Ｘらの労働契約上の地位）について

（1） 労働契約法 20 条の民事的効力

「同条は、単なる訓示規定ではなく、民事的効力を

有する規定であると解するのが相当であり、同条に違

反する労働条件の定めは、その効力を有しないという

べきである。」

（2） 正社員就業規則等の適用

「Y の正社員就業規則が原則として全従業員に適用

されるものとされており、嘱託者についてはその一部を

適用しないことがあるというにとどまることからすれば、

……嘱託社員の労働条件のうち無効である賃金の定め

に関する部分については、これに対応する正社員就業

規則その他の規定が適用されることになるものと解する

のが相当である。」

第5　解説

■ 1  本判決の意義

労働契約法 20 条の適用範囲を判示し、定年後の有期再

雇用契約にもその適用があることを示した。そして、職務の内

容（業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度）並びに当

該職務の内容及び配置の変更の範囲が同一である無期契約

労働者と有期契約労働者の間で賃金の額に相違を設けること

【主な取扱分野】
人事制度の構築・運用	/	労働審判・労働関係訴訟等への対応	/	
組合対応等	/	M&A、IPOにおける労務デュー・ディリジェンス	 /	
M&A	 /	アライアンス	/	反社会的勢力対応	/	商事関連訴訟	/	
リスクマネジメント	/	一般企業法務

【登録、所属】
東京弁護士会（2007）

弁護士

近藤圭介
（1982年生）

Keisuke Kondo
直通／	 03-6438-5436
MAIL／	 kkondo@tmi.gr.jp
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T M I 月 例 セミナ ー 紹 介

TMIでは、皆様への情報提供の場として、毎月無料にてセミナー
を開催しております。2016年5月から2016年7月までに開催しま
したセミナーの概要は以下のとおりです。今後のセミナーのご案
内等につきましては、セミナー開催日の1か月前を目処にTMIの
Webサイト（http://www.tmi.gr.jp/）に掲載いたしますので、こち
らをご参照いただき奮ってご参加いただければ幸いです。

過去に開催されたセミナーについてご興味のある方は、 
下記までお問い合わせ下さい。

【email】monthlyseminar@tmi.gr.jp

1 第94回セミナー（2016年5月18日、19日開催）
テーマ	：	「近時の民事訴訟の実務～勝つための訴訟管理・遂行術～」
講　師	：	 弁護士			原　雅宣

3 第96回セミナー（2016年7月28日、29日開催）
テーマ	：	「取締役が知っておくべき法律知識とコンプライアンス」
講　師	：	 弁護士			鈴木貴之

2 第95回セミナー（2016年6月21日開催）
テーマ	：	「IoTビジネスにおけるビッグデータ、AIの利活用と実務上のポイント」
講　師	：	 弁護士			大井哲也
	 　同　			柴野相雄
	 弁理士			伊藤健太郎
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本ニューズレターで採り上げてほしいテーマなど、是非、皆様の忌憚ないご意見・ご要望を下記までお寄せください。また、今後Eメールでの配信をご希望の方や送付
先が変更となる方も、下記までご連絡ください。 

（連絡先）編集部：TMI-newsletter@tmi.gr.jp  編集長：tshibano@tmi.gr.jp  03-6438-5562（直通）／TMIニューズレター編集部 編集長　弁護士  柴野相雄
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【編著者】
【発行日】
【出版社】
【 価  格 】
【判／頁】

野間敬和（共著）
2016年3月
法政大学出版局
3,000円（税別）
A5判／252頁

『金融商品取引法の新潮流』

本稿は、近年、取引全体に占めるボリュームが拡大している高頻度取引（HFT）につい
て、その弊害と指摘される問題点、特に、現物取引における相場操縦の該当性、空売り
規制、及びHFT業者と投資家との公平性について検討するとともに、フラッシュ・クラッ
シュの流動性の消失について、法的観点から分析を行うものである。

【編著者】
【発行日】
【出版社】
【 価  格 】
【判／頁】

野間敬和（共著）
2016年6月20日
信山社
2,700円（税込）
A4判／140頁

『仲裁・ADRフォーラム vol.5』

本稿は、証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC）のあっせん委員を務める筆
者が、FINMACにおける苦情処理及び紛争解決手続について概説するとともに、「株
価が上昇傾向、為替が円安傾向の場合、FINMACに対する苦情及び紛争の申立件
数は減少傾向にある」という仮説を立てた上で、それを様々なデータを用いて実証を試み
たものである。

【編著者】

【発行日】
【出版社】
【 価  格 】
【判／頁】

ＴＭＩ総合法律事務所　編
淵邊善彦・柴野相雄・白石和泰　編集代表
2016年8月
商事法務
7,020円（税込）
A5判／630頁

『個人情報管理ハンドブック〔第3版〕』

個人情報保護法の全面改正や不正競争防止法の改正をはじめ、マイナンバー法、サイ
バーセキュリティ基本法等の新設法令の内容も踏まえ、個人情報管理に関する法務実
務を分かりやすく解説した、個人情報管理ハンドブックの全面改訂版です。個人情報を
取り扱う全ての皆様に是非手に取っていただきたい一冊です。


